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委託会社の照会先 

 基準価額・販売会社等につきましては、以下までお問い合わせください。 

 

 
 
 
 
        ※平成 24 年 5 月１日より、電話番号を 03-6711-9200 へ変更する予定です。 

 

有価証券届出書提出日 ：平成 24年 4月 25 日 

発行者名 ：スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 ：代表取締役会長兼社長 阿部 修平 

本店の所在の場所 ：東京都品川区大崎一丁目 11 番２号 ゲートシティ大崎 

届出の対象とした募集内国投資信託 

受益証券に係るファンドの名称 
：スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド 

届出の対象とした募集内国投資信託 

受益証券の金額 
：500 億円を上限とします 

縦覧に供する場所 ：該当事項はありません 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

【ホームページ】http://www.sparx.co.jp/ 

【電話番号】  03-5435-8200  

（受付時間：営業日の 9：00～17：00） 

当ファンドはマザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価

証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投

資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を

割り込むことがあります。 

■この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド 愛称 華

咲く中小型」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第５条の規

定により、有価証券届出書を平成 24 年 4 月 25 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は

平成 24 年 4 月 26 日に発生しております。 

■金融商品取引法第15条第３項に規定する交付の請求があったときに直ちに交付しなければならない目

論見書（請求目論見書）は、投資者から請求された場合に販売会社から交付されます。なお、請求目

論見書の交付を請求した場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 

■課税上は株式投資信託として取扱われます。 

・投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 
・投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 
・投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。 
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第一部【証券情報】 

(1)【ファンドの名称】 

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド 

ただし、愛称として「華咲く中小型」という名称を用いることがあります。 

（以下「ファンド」といいます。） 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】 

①追加型証券投資信託受益権です。（元本は1口＝1円） 

②信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から

提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 

＊ファンドの受益権は「社債、株式等の振替に関する法律」（「社振法」といます。以下同じ。）の規

定の適用を受けており、受益権の帰属は後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ

び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含

め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以

下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委

託者は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

(3)【発行（売出）価額の総額】 

500億円を上限とします。 

(4)【発行（売出）価格】 

購入申込受付日の基準価額とします。 

＊「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）

を計算日における受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組入有価証券等

の値動き等により日々変動します。基準価額は便宜上1万口単位で表示することがあります。なお、基準

価額につきましては、前日の基準価額が日本経済新聞の朝刊に掲載される（掲載名：ハナサク）他、委

託会社、販売会社（後記（8）申込取扱場所を参照）にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。 

＜委託会社の照会先＞ 

 

 

 

 

 

    ※平成24年5月1日より、電話番号を03-6711-9200へ変更する予定です。 

(5)【申込手数料】 

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が

定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数料

はかかりません。詳しくは販売会社（後記（8）申込取扱場所を参照）までお問い合わせください。 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
〔ホームページ〕http://www.sparx.co.jp/ 
〔電話番号〕  03-5435-8200 

（受付時間：営業日の 9：00～17：00） 
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(6)【申込単位】 

販売会社が別に定める単位とします。  

また、収益の分配時に、収益分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の収益分配金を無手数料

で再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし販売会社によっては、どちらか

１つのコースのみの取り扱いの場合があります。 

詳しくは販売会社（後記（8）申込取扱場所を参照）までお問い合わせください。 

(7)【申込期間】  

平成24年4月26日から平成25年4月25日までです。 

＊申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

(8)【申込取扱場所】 

販売会社にてお申込みを取扱います。 

なお、販売会社については、委託会社までお問い合わせください。 

＜委託会社の照会先＞ 

 

 

 

 

 

    ※平成24年5月1日より、電話番号を03-6711-9200へ変更する予定です。 

(9)【払込期日】 

ファンドの受益権の購入申込者は販売会社（上記（8）申込取扱場所を参照）が指定する日までに申込金

額を販売会社に支払うものとします。振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が

行われる日に委託者の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

(10)【払込取扱場所】 

申込を受付けた販売会社でお取扱します。 

販売会社については、上記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。 

(11)【振替機関に関する事項】 

振替機関は以下の通りです。 

   株式会社 証券保管振替機構 

(12)【その他】 

①申込証拠金はありません。 

②日本以外の地域における発行は行いません。 

③振替受益権について 

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替

機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
〔ホームページ〕http://www.sparx.co.jp/ 
〔電話番号〕  03-5435-8200 

（受付時間：営業日の 9：00～17：00） 
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第二部【ファンド情報】 

第１【ファンドの状況】 

１【ファンドの性格】 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

当ファンドは、主としてスパークス・日本中小型株・マザーファンド（以下「マザーファンド」といい

ます。）を通じて、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うこと

を基本とします。 

② 信託金の限度額 

信託金の限度額は500億円です。なお、委託者は、受託者と合意のうえ、限度額を変更することができま

す。 

③ 基本的性格 

当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品分類方法において、「追加型投信／国内／株式」

に分類されます。 

※ 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。 
 

＜商品分類表＞ 
単位型･追加型 投資対象地域 投資対象資産 

（収益の源泉） 

 国内 株式 

単位型投信  債券 

 海外 不動産投信 

追加型投信  
その他資産 

（   ） 

 内外 資産複合 

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

 

 

＜商品分類定義＞ 
１．単位型投信・追加型投信

による商品分類 
：追加型投信 

※一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ

従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 
２．投資対象地域による 

商品分類 
：国内 

※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収

益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

３．投資対象資産 
（収益の源泉）による 
商品分類 

：株式 
※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収

益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 
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＜属性区分表＞ 
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 

    

株式 年１回 グローバル ファミリーファンド 
一般 年２回 日本 
大型株 年４回 北米 

ファンド･オブ･ 
ファンズ 

中小型株 欧州  
債券 

年６回 
(隔月) アジア  

一般 オセアニア  
公債 

年 12回 
(毎月) 中南米  

社債 日々 アフリカ  
その他債券  その他 

( ) 
中近東 
(中東)  

 エマージング  
クレジット 
属性 
( )    

不動産投信    
   
   

その他資産 
(投資信託証券 
(株式 中小型株))    

   資産複合 
( )    

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

（注）ファミリーファンドに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産へ投資しますの

で、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。 
 
＜属性区分定義＞ 

１．投資対象資産による 
属性区分 

：その他資産（投資信託証券（株式 中小型株）） 

 

２．決算頻度による 
属性区分 

：年 1回 

※目論見書又は投資信託約款において、年 1回決算する旨の記載

があるものをいいます。 

３．投資対象地域による 
属性区分 

：日本 

※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益

が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

４．投資形態による 
属性区分 

：ファミリーファンド 

※目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・

オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象とし

て投資するものをいいます。 

 
 ※上記記載は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づく商品分類および属性区分を、委託

会社が目論見書又は約款の記載内容等にて、分類し記載しております。 

なお、当ファンドが該当しない商品分類および属性区分につきましては、社団法人投資信託協会の

ホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 

 
 

④ ファンドの特色 

１. 日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資します。 

・中小型株式は銘柄数が豊富であり、また高い成長が期待できる企業が多く存在します。 

２. スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別します。 

・中小型株式の調査は1989年のスパークス創業時から行っております。 
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３. ベンチマークであるラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数（配当込み）＊を上回る投

資成果を目指して運用します。 

・ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれません。 

＊ラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数（配当込み）はRussell/Nomura日本株インデックスのサ

イズ別指数です。Russell/Nomura 日本株インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知

的財産権は野村證券株式会社及びRussell Investments に帰属します。なお、野村證券株式会社及びRussell 

Investments は、ラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数（配当込み）の正確性、完全性、信頼性、

有用性を保証するものではなく、スパークス・アセット・マネジメント株式会社がラッセル／ノムラ・ミッド・

スモールキャップ指数（配当込み）を用いて行う事業活動･サービスに関し一切責任を負いません。 

 

≪魅力的な“華咲く中小型”の投資ユニバース≫ 

当ファンドの実質的な主要投資対象である中小型株式は、日本の全上場銘柄数の約９割に該当し、 

規模は小さくとも多数の投資機会が存在するといえます。 

  

［日本株式市場の規模別時価総額と銘柄数］ 

 

 
 

※上記はスパークス・アセット・マネジメントの定義 
出所：スパークス・アセット・マネジメント、野村総研 

注：2012年2月末日現在 

 

■スパークス・アセット・マネジメント株式会社について■ 

一貫した投資哲学と運用プロセスを実践する独立系運用会社です。 

スパークスは、1989年の創業以来、株式市場を取り巻く環境がいかに厳しくとも「マクロはミクロの集積であ

る」という投資哲学の下、ボトムアップ・リサーチを行っております。 

 

 

 

親会社であるスパークス・グループ株式会社はＪＡＳＤＡＱ市場（銘柄コード８７３９）に２００１年１

２月に運用会社として初めて上場いたしました。 
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運用の特徴 

徹底したボトムアップ・リサーチにより、個別銘柄を選択します。 
インベストメント・アプローチ 
STEP1 ３つの着眼点（企業収益の質、市場成長性、

経営戦略）から企業の実態価値を計測する。

STEP2 実態価値と市場価値（株価）の差、バリュー・

ギャップを計測する。 

株価と企業の実態価値を比較した場合、何ら

かの理由によって一致していない場合が多

く、このバリュー・ギャップを投資機会 

と捉えます。バリュー・ギャップが大きいほ

ど、投資の候補となりますが、それだけでは

十分ではありません。 

STEP3 バリュー・ギャップを埋めるカタリストを勘

案し投資を決定する。 

カタリスト（きっかけ・要因）： 株価が実態価値へ収

れんするプロセス（バリュー･ギャップの解消）を促す

きっかけ・要因をカタリストといいます。企業調査をす

る際に、もう一つの重要な要素となります。 

カタリストの例： 規制緩和や会計制度の変化といった

外的要因もありますが、コーポレート・ガバナンスの変

化等の内的要因が非常に大きなものです。 

 

運用プロセス 

 
市場動向やファンドの資金動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。 

 

投資仮説

 

 

企業訪問調査

投資判断

リスク管理 

•運用パフォーマンスのモニタリング 

•リスク要因の検証 

•法令遵守状況の監視 

ポートフォリオ 

•運用調査本部全体での

ディスカッション 
 

•カタリストを検討→銘柄選択 

•企業の実態価値を測定 

•バリュー・ギャップの発見 
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(2)【ファンドの沿革】 

平成19年1月31日  信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始 

(3)【ファンドの仕組み】 

①ファミリーファンド方式※により、金融商品取引所上場株式への実質的投資を行います。 

※ファミリーファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その

資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 

 

＊有価証券届出書提出日現在、当ファンド以外で「スパークス・日本中小型株・マザーファンド」に投資

しているファンドは｢スパークス・日本中小型株・ファンド（適格機関投資家専用）｣です。 

・ファンドの関係法人は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②委託会社の概況 

ａ．資本金  25億円（平成24年2月末日現在） 

当ファンド当ファンド

投資家 （受益者）投資家 （受益者）

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド

（愛称 華咲く中小型）

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド

（愛称 華咲く中小型）

※1 証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結したもの。委託者及び受

託者の業務、受益権･受益者の権利、運用方針･信託期間･

信託報酬等が含まれています。

※2 募集等の取扱いなどに関する契約

委託会社と販売会社の間で締結したもの。販売会社が行う

募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求

の受付の業務範囲の取決めの内容等が含まれています。

※3 自動けいぞく投資契約

分配金再投資コースを選択した場合のみ。当該証券投資

信託の買付･保管・換金・分配金の再投資等が規定されて

います。当該契約に基づき、分配金は税引き後自動的に

再投資されます。販売会社によっては別の名称で当該契

約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用

いられることがあります。

※1 証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結したもの。委託者及び受

託者の業務、受益権･受益者の権利、運用方針･信託期間･

信託報酬等が含まれています。

※2 募集等の取扱いなどに関する契約

委託会社と販売会社の間で締結したもの。販売会社が行う

募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求

の受付の業務範囲の取決めの内容等が含まれています。

※3 自動けいぞく投資契約

分配金再投資コースを選択した場合のみ。当該証券投資

信託の買付･保管・換金・分配金の再投資等が規定されて

います。当該契約に基づき、分配金は税引き後自動的に

再投資されます。販売会社によっては別の名称で当該契

約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用

いられることがあります。

委託会社委託会社 受託会社受託会社

販売会社販売会社

（委託者）

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

[ ファンドの運用の指図等 ]

（委託者）

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

[ ファンドの運用の指図等 ]

（受託者） 三井住友信託銀行株式会社

（再信託受託者）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

[ ファンドの保管・管理業務 ]

（受託者） 三井住友信託銀行株式会社

（再信託受託者）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

[ ファンドの保管・管理業務 ]

[ 募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、

収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・

収益分配金・償還金の支払いに関する事務 ]

[ 募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、

収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・

収益分配金・償還金の支払いに関する事務 ]

※1 証券投資
信託契約

※2 募集等の取扱いなどに関する契約

※3 自動けいぞく
投資契約
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ｂ．会社の沿革 

平成１８年 ４月 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式

会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立。 

平成１８年 １０月 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更。 

投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパー

クス・アセット・マネジメント投信株式会社（現スパークス・グループ株

式会社）より会社分割により承継。 

平成２２年 ７月 スパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を開始。 

ｃ．大株主の状況（平成24年2月末日現在） 

氏名又は名称 住所 ※ 所有株式数 所有比率 

スパークス・グループ株式会社 
東京都品川区大崎一丁目 

11 番 2 号 ゲートシティ大崎
50,000株 100％

  ※上記住所は、平成24年5月1日より、東京都品川区東品川二丁目2番4号 天王洲ファーストタワーへ変

更する予定です。 

 

２【投資方針】 

(1)【投資方針】 

①設定当初および大量の解約が発生した時等を除いて、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通

じて、以下の投資態度で臨みます。 

②主として金融商品取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて

銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。 

③ベンチマークはラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数（配当込み）とし、これを上回る投

資成果を目指して運用を行います。 

④株式の実質組入れ比率は信託財産総額の50％超を基本とし、原則として高位の比率を保ちます。また、

株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50％以下とします。ただし、当初設定日直後、

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入った

とき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合に

は上記のような運用が出来ない場合があります。 

⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に

係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら

びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨

に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と

類似の取引を行うことができます。 

⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった

受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことができます。 
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(2)【投資対象】 

① 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に

投資します。また、資金動向、市況動向等によっては、わが国の金融商品取引所上場株式に直接投資

することもあります。詳しい投資対象は以下の通りです。 

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 1項で定める

ものをいいます。以下同じ。）（約款第 15 条） 

(a）有価証券 

(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、信託約款に

定める次のものに限ります。） 

・先物取引等 

・スワップ取引 

・金利先渡取引および為替先渡取引 

(c) 金銭債権 

(d) 約束手形 

２）次に掲げる特定資産以外の資産 

(a）為替手形 

② 投資対象とする有価証券（約款第 16 条第 1項） 

委託者は、信託金を主としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友

信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「スパークス・日本中小型株・マザーファン

ド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券に投資するほか、次の有価証券（金融商品取

引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す

ることを指図します。 

１）株券 

２）国債証券 

３）地方債証券 

４）特別の法律により法人の発行する債券 

５）社債券（新株予約権証券と社債券とが一体となった新株予約権付社債券（以下「分離型新株予約

権付社債券」といいます。）の新株予約権証券を除きます。） 

６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいます。） 

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定

めるものをいいます。） 

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい

ます。） 

９）特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2

条第 1項第 8号で定めるものをいいます。） 
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10）コマーシャル・ペ一パー 

11）新株予約権証券（分離型新株予約権付社債券の新株予約権証券を含みます。以下同じ。） 

12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から 11）の証券または証書の性質を有す

るもの 

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10 号で定めるものを

いいます。） 

14）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11 号で定めるものをいいます。） 

15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条策 1項第 18号で定めるものをいいます。） 

16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをい

い、有価証券に係るものに限ります。） 

17）預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。） 

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受

益証券に限ります。） 

20）抵当証券（金融商品取引法第 2条第１項第 16号で定めるものをいいます。） 

21）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の

受益証券に表示されるべきもの 

22）外国の者に対する権利で 21）の有価証券の性質を有するもの 

なお、1）の証券、12）ならびに 17）の証券または証書のうち 1）の証券の性質を有するものを以

下「株式」といい、2）から 6）までの証券および 12）ならびに 17）の証券または証書のうち 2）

から 6）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）の証券および 14）の証券を

以下「投資信託証券」といいます。 

③ 投資対象とする金融商品（約款第 16 条第 2項、第 3項） 

前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。）により運用す

ることを指図することができます。 

１）預金 

２）指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第１号で定めるもの 

６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの 

前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者

が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、1）から 6）までに掲げる金融商品により運

用することの指図ができます。 
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④ その他の投資対象 

１）先物取引等の運用指図（約款第 23条） 

(a）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引（金融商品取引法第

28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引

法第 28 条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融

商品取引法第 28 条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）を行うことの指図をすること

ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

(b）委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること

ができます。 

(c）委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

２）スワップ取引の運用指図（約款第 24 条） 

(a）委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受

取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス

ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

(b）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない

ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの

限りではありません。 

(c）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価

するものとします。 

(d）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

３）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第 25 条） 

(a）委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先

渡取引を行うことの指図をすることができます。 

(b）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

(c）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと

に算出した価額で評価するものとします。 

(d）委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 
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(3)【運用体制】 

■ スパークス・アセット・マネジメント株式会社の運用体制（平成24年2月末日現在） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①当ファンドでは、平成24年2月末日現在、運用調査本部が運用・調査を担当しており、下記の意思決定プ

ロセスに基づき、運用を行っております。 

②意思決定プロセス 

a.運用指図の意思決定は「投資信託に係る運用管理規程」に従い、「第一投資政策委員会」において、

投資環境の分析、市場動向見通し策定、期待リターンとリスクの予測などを実施、「運用計画書」に

おいて、運用戦略を審議の上、行われます。 

b.ファンドマネージャーは「第一投資政策委員会」において承認された運用戦略に基づき、「投資信託

に係る運用管理規程」に従い、実際の投資活動を行います。第一投資政策委員会は、運用調査本部、

リスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門の責任者等をもって構成し、原則として月２回開

催する他、必要に応じ臨時開催します。 

③議決権の行使指図に関する基本的考え方 

当社は、主として個別企業調査を重視したボトムアップ運用を行っており、当該企業の経営方針ならび

にコーポレートガバナンス等に関する詳細な調査と十分な理解に基づいて、投資先企業の選定を行って

います。したがって、議決権等に係る意思表示に際しては、原則として当該投資先企業の経営方針・戦

略等を十分尊重したうえでこれを行います。 

④委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等 

受託会社（再信託受託会社）に対して、ＳＡＳ70（受託業務に関わる内部統制について評価する監査人

の業務に関する基準）に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受け取っ

ており、また必要に応じて運営体制について実査することとしております。 

トレーディング室
トレーダー3名

共有のリサーチ・プラットフォーム共有のリサーチ・プラットフォーム
アナリストアナリスト 88名名

運用調査本部 企業価値創造投資本部

株式運用部
ファンドマネージャー7名

オルタナティブ投資戦略部
ファンドマネージャー4名

環境･クリーンテック投資部
ファンドマネージャー2名
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(4)【分配方針】 

年1回の決算時(原則として1月25日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を

行います。 

①分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

②分配対象収益についての分配方針 

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少

額の場合等は、分配を行わないこともあります。 

③留保益の運用方針 

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行

います。 

  ※上記の分配方針は将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 

(5)【投資制限】 

① 信託約款で定める投資制限 

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款 運用の基本方針  2.運用方法 (3)投資

制限①） 

２）外貨建資産への投資制限（約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限②） 

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。 

３）投資信託証券への投資制限（約款第16条第4項） 

委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。 

４）新株予約権証券への投資制限（約款第16条第5項） 

委託者は、取得時において、信託財産に属する新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託

財産に属する新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財

産の純資産総額の100分の 20を超えることとなる投資の指図をしません。 

５）同一銘柄の株式への投資制限（約款第20条第1項） 

委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財

産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、

信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

６）同一銘柄の新株予約権証券への投資制限（約款第20条第2項） 

委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファ

ンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると

みなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をし

ません。 
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７）同一銘柄の転換社債等への投資制限（約款第21条） 

委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付

社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株

予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総

額の100分の 10を超えることとなる投資の指図をしません。 

８）投資する株式等の範囲（約款第19条） 

(a）委託者が投資することを指図する株式、新株予約権証券は、金融商品取引所（金融商品取引法第

２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する

外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第

28 条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを

「証券取引所」といいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金

融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。た

だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株予約権証券については、その限り

ではありません。 

(b）前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株予約権証券で目論見書等において上場されるこ

とが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

９）信用取引の指図範囲（約款第22条） 

(a）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を

することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行

うことの指図をすることができるものとします。 

(b）前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す

る当該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産

の純資産総額の範囲内とします。 

(c）前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。 

(d）信託財産の一部解約等の事由により、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託

財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額

が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相

当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

１０）有価証券の貸付けの指図および範囲（約款第26条） 

(a）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲

内で貸付けの指図をすることができます。 

(i）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価

合計額を超えないものとします。 
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(ii）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保

有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

(b）上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す

る契約の一部の解約を指図するものとします。 

(c）委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと

します。 

１１）有価証券の空売りの指図範囲（約款第27条） 

(a）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または

12）の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売

付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ

とができるものとします。 

(b）前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内

とします。 

(c）信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部

を決済するための指図をするものとします。 

１２）有価証券の借入れ（約款第28条） 

(a）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま

す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供

の指図を行うものとします。 

(b）前項の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内

とします。 

(c）信託財産の一部解約等の事由により前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有

価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 

(d）借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

１３）資金の借入れ（約款第38条） 

(a）委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入（コール

市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価

証券等の運用は行わないものとします。 

(b）一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
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開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である

場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額

を限度とします。 

(c）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(d）借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

② 法令に定められた投資制限 

a．デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第１項第 8号) 

委託者は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ

の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理的な方法により算

出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予

約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま

す。）を行い、または継続することを受託者に指図しないものとします。 

b．同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条） 

委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、

投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数（株主総会において決議をすることができる事

項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 879 条第３項

の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）が、当該株式に係る

議決権の総数に 100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって

当該株式を取得することを受託者に指図することが禁じられています。 

 

 
（参考）親投資信託：スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資方針 

(1）基本方針 

当ファンドは日本の金融商品取引所上場株式を中心に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を

目標に積極的な運用を行います。 

(2)運用方法 

① 投資対象 

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 

② 投資態度 

１）主として金融商品取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基

づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。 

２）ベンチマークはラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数（配当込み）とし、これを上

回る投資成果を目指して運用を行います。 

３）株式の組入比率は、高位に保つことを原則とします。ただし、当初設定時、大量の追加設定また

は解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに残存元本が運用に支障を
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きたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない

場合があります。 

４）国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、

通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプシ

ョン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ

プション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金

利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 

５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為

替先渡取引を行うことができます。 

③ 投資制限 

１）株式への投資割合には、制限を設けません。 

２）外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以内とします。 

３）新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以内とします。 

４）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以内とします。 

５）同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以内とします。 

６）同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5％以内と

します。 

７）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産が当該

新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1項第

7号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい

ます。）への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以内とします。 

８）先物取引等は約款第 20 条の範囲で行います。 

９）スワップ取引は約款第 21条の範囲で行います。 

1０）金利先渡取引および為替先渡取引は約款第 22条の範囲で行います。 
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３【投資リスク】 

基準価額の変動要因 

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価証券に投資

しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されている

ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの

運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。従って、

預金保険の対象外です。登録金融機関による販売の場合は投資者保護基金の支払いの対象ではありませ

ん。 

(1)株価変動リスク 

一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等

に応じて変動します。従って、当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落して

いく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる

場合があります。 

(2)中小型株式等への投資リスク 

当ファンドは、中小型株式等へも投資します。こうした株式は、比較的新興であり、発行済株式時価総

額が小さく、売買の少ない流動性の低い株式が少なくありません。その結果、こうした株式への投資は

ボラティリティ（価格変動率）が比較的高く、また流動性の高い株式に比べ、市況によっては大幅な安

値で売却を余儀なくされる可能性があることから、より大きなリスクを伴います。 

(3)信用リスク 

組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履

行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなるこ

とがあります。 

(4)一部解約による資金流出に伴うリスク 

当ファンドの一部解約による資金流出に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の解約が

あった場合、解約代金を手当てするため保有有価証券を売却しなければならないことがあります。その

際には、市場動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動することがあります。なお、当フ

ァンドはマザーファンドの受益証券への投資を通じて運用を行いますので、同じマザーファンドに投資

するベビーファンドの資金流出入の影響を受ける場合があります。 

(5)運用制限に伴うリスク 

当ファンドの運用は、規制上または社内方針等により売買を制限されることがあります。委託会社また

はその関連会社（以下「委託会社グループ」）が投資を行っている（検討している場合を含む）銘柄も

含め、特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限される場合があります。

また委託会社グループが行う投資または他の運用業務に関連して、当ファンドにおいて投資にかかる売

買を制限されることがあります。従って、これらにより当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性が

あります。 
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(6)派生商品取引のリスク 

当ファンドは先物取引やオプション取引などの派生商品に投資することがあります。派生商品の運用は、

信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的で行うこともありますが、派生商品と価格変動

リスクを回避されるべき原資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を

積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。また、これらの運用手法は、信託財産に属する資産

の価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありま

すが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。 

 

＜その他の留意事項＞ 

●システムリスク・市場リスクなどに関する事項 

  証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政

策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖される

ことがあります。このような場合、一時的に換金等ができないこともあります。また、これらにより、

一時的にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスクなどもあります。 

●法令・税法・会計方針などの変更に関する事項 

  ファンドに適用される法令・税法・会計方針などは、今後変更される場合があります。 

●購入・換金申込等に関する留意点 

・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・

換金申込受付を中止することができます。 

・信託財産の資金管理を円滑に行うため、１顧客１日当たりの換金の金額に制限を設ける場合や、一定

の金額を超える換金申込の受付時間に制限を設ける場合があります。 

 

＜その他の留意点＞ 

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適

用はありません。 

 

＜リスクの管理体制＞ 

委託会社では、投資リスクを適切に管理するため、運用部門ではファンドの特性に沿ったリスク範囲内

で運用を行うよう留意しています。また、運用部門から独立した管理担当部門によりモニタリング等の

リスク管理を行っています。
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※ 上記リスク管理体制は平成24年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 
４【手数料等及び税金】 

(1)【申込手数料】 

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定

める手数料率を乗じて得た額です。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数料はか

かりません。詳しくは販売会社までお問い合わせください。 

(2)【換金（解約）手数料】 

換金時の手数料はありません。 

(3)【信託報酬等】 

信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.9635％（税抜

1.87％）の率を乗じて得た金額とします。 

信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。 

委託会社 販売会社 受託会社 

年 1.155％ 

（税抜 1.1％） 

年 0.735％ 

（税抜 0.7％） 

年 0.0735％ 

（税抜 0.07％） 

 

信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財

産中から支弁されます。また信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁

します。 

 (4)【その他の手数料等】 

ファンドは以下の費用も負担します。 

①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用 

②信用取引や先物取引、オプション取引等に要する費用 

③保管費用等 

④借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 

投資政策委員会

リスク管理業務担当部門

リスク・パフォーマンスの
評価・分析とリスク管理

法令など遵守状況の
モニタリング

運用担当部門

評価･分析

フィードバック
是正措置など

モニタリング

フィードバック
是正措置など

コンプライアンス委員会
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⑤信託財産に関する租税 

⑥信託事務の処理に要する諸費用 

⑦受託会社の立替えた立替金の利息 

⑧その他下記の諸費用 

１）受益権等の管理事務に関連する費用等 

２）有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正も含みます。）

の作成、印刷および提出に係る費用 

３）目論見書（仮目論見書）および、販売用資料、商品内容説明用資料の作成､印刷および交付に係

る費用 

４）信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用 

６）この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に

係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

７）この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

８）会計監査費用 

委託者は、上記⑧の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、

信託財産の純資産総額に対して年率 0.105％（税込）を上限とする額を、かかる諸費用の合計額と

みなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委

託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内

で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。 

上記の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に

対する消費税相当額は、毎計算期間の最初の 6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、

信託財産中から委託者に対して支弁されます。 

〈投資対象とするマザーファンドに係る以下の費用〉 

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料 

・信託事務の処理に要する諸費用 

・信託財産に関する租税 など 

 

上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

することができません。 
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(5)【課税上の取扱い】 

課税上は株式投資信託として取扱われます。原則として、益金不算入制度、配当控除の適用が可能です。 

※所得税については、平成 25年 1月 1日から平成 49年 12 月 31 日までの間、別途、所得税の額に対し 2.1％

の金額が復興特別所得税として徴収されます。 

 

 ① 個人、法人別の課税について 

１）個人の受益者に対する課税 

・収益分配金に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金の源泉徴収の税率は、平成25年12月31日までは10％（所

得税７％および地方税３％）となります。なお、上記10％の税率は、平成26年１月１日以降は20％（所

得税15％および地方税５％）となる予定です。 

確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。 

・解約金および償還金に対する課税 

解約時および償還時の差益は譲渡所得とみなされ、譲渡益については、申告分離課税が適用されます

（特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です）。その税率は、平成25年12月31日までは10％（所得

税７％および地方税３％）となります。平成26年１月１日以降は、20％（所得税15％および地方税５％）

となる予定です。 

解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の配当所得（申告分離課税を選

択したものに限ります。）との通算が可能です。 

２）法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および

償還時の個別元本超過額については、平成25年12月31日までは7％（所得税7％）の税率で源泉徴収さ

れます。地方税の源泉徴収はありません。平成26年１月１日以降は、15％（所得税15％）となる予定

です。 

② 個別元本について 

１）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該手数

料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行

う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

３）各受益権毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別

元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンドを取得する

場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

４）受益者が特別分配金を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除し

た額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 
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③ 分配金の課税について 

追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」

（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受益者が分配金を受取る際、ａ）

当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上

回っている場合には、当該分配金の金額が普通分配金となり、ｂ）当該分配金落ち後の基準価額が当

該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該分配金

から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受取った場

合、分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元

本となります。 

（注）上記は平成24年2月末日現在の税法によるものです。 

税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 

 
＜ご参考＞ 

・ 税金は表に記載の時期に適用されます。 
・ 以下の表は個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 

時期 項目 税金 

配当所得として課税 
分配時 所得税及び地方税 

普通分配金に対して 10％ 

譲渡所得として課税 

換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して

10％ 

※上記は、平成 24年 2月末日現在のものです。平成 25年 1月 1日以降は 10.147％となる予定です。 
なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 

※法人の場合は上記とは異なります。 
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 
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５【運用状況】 

以下は 2012 年 2 月 29 日現在の状況です。 

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 

(1)【投資状況】 

時価合計 投資比率
(円) (％)

親投資信託受益証券 日本 335,296,422 100.04
△146,412 △0.04

335,150,010 100.00

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

合計(純資産総額)

資産の種類 国名
 

 

（2）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

上段：簿価単価 上段：簿価金額 投資
銘柄名 数量 下段：評価単価 下段：評価金額 比率

(円) (円) (％)
0.7401 306,512,948
0.8096 335,296,422

スパークス・日本中小型株・
マザーファンド 414,150,720 100.04  
（注）上記の資産の種類は親投資信託受益証券、発行地は日本です。 

 
種類別及び業種別投資比率 

種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.04

合計 100.04

 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 
（参考）スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況 

時価合計 投資比率
(円) (％)

株式 日本 542,052,200 97.61
13,246,802 2.39
555,299,002 100.00

現金・預金・その他の資産(負債控除後)
合計(純資産総額)

国名資産の種類
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投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄） 

上段：簿価単価 上段：簿価金額
国／ (円) (円) 投資比率
地域 下段：評価単価 下段：評価金額 (％)

(円) (円)
69,000.00 32,568,000

1 日本 株式 エス・エム・エス サービス業 472 75,000.00 35,400,000 6.37
230.91 22,630,052

2 日本 株式 三和ホールディングス 金属製品 98,000 284.00 27,832,000 5.01
18,240.00 16,999,680

3 日本 株式 トーセイ 不動産業 932 27,780.00 25,890,960 4.66
2,967.15 23,737,220

4 日本 株式 ガリバーインターナショナル 卸売業 8,000 3,165.00 25,320,000 4.56
525.60 19,499,848

5 日本 株式 三櫻工業 輸送用機器 37,100 656.00 24,337,600 4.38
1,088.00 20,780,800

6 日本 株式 アスクル 小売業 19,100 1,253.00 23,932,300 4.31
154.00 18,788,000

7 日本 株式 セイコーホールディングス 精密機器 122,000 179.00 21,838,000 3.93
119.00 15,470,000

8 日本 株式 ＤＩＣ 化学 130,000 167.00 21,710,000 3.91
243.55 19,728,009

9 日本 株式 ダイソー 化学 81,000 263.00 21,303,000 3.84
282.73 20,074,095

10 日本 株式 栃木銀行 銀行業 71,000 296.00 21,016,000 3.78
821.00 16,912,600

11 日本 株式 ローランド　ディー．ジー． 電気機器 20,600 1,011.00 20,826,600 3.75
1,155.00 13,247,850

12 日本 株式 ゴールドクレスト 不動産業 11,470 1,572.00 18,030,840 3.25
1,010.00 13,332,000

13 日本 株式 アルファシステムズ 情報・通信業 13,200 1,355.00 17,886,000 3.22
58,900.00 16,845,400

14 日本 株式 アコーディア・ゴルフ サービス業 286 62,100.00 17,760,600 3.20
323.00 11,660,300

15 日本 株式 明和地所 不動産業 36,100 449.00 16,208,900 2.92
320.00 14,080,000

16 日本 株式 アネスト岩田 機械 44,000 361.00 15,884,000 2.86
389.53 12,348,390

17 日本 株式 ＴＯＷＡ 機械 31,700 500.00 15,850,000 2.85
700.00 9,800,000

18 日本 株式 日本精機 輸送用機器 14,000 1,035.00 14,490,000 2.61
1,084.93 13,561,667

19 日本 株式 日本電波工業 電気機器 12,500 1,141.00 14,262,500 2.57
391.00 12,551,100

20 日本 株式 岡部 金属製品 32,100 434.00 13,931,400 2.51
461.00 8,666,800

21 日本 株式 クリナップ その他製品 18,800 543.00 10,208,400 1.84
1,401.57 6,307,066

22 日本 株式 ブレインパッド 情報・通信業 4,500 2,043.00 9,193,500 1.66
2,579.97 9,803,893

23 日本 株式 カカクコム サービス業 3,800 2,373.00 9,017,400 1.62
884.00 8,309,600

24 日本 株式 不二電機工業 電気機器 9,400 925.00 8,695,000 1.57
476.00 7,378,000

25 日本 株式 静岡瓦斯 電気・ガス業 15,500 546.00 8,463,000 1.52
275.00 6,407,500

26 日本 株式 パレモ 小売業 23,300 345.00 8,038,500 1.45
179.00 8,055,000

27 日本 株式 エス・バイ・エル 建設業 45,000 178.00 8,010,000 1.44
486.00 6,804,000

28 日本 株式 昭和シェル石油 石油・石炭製品 14,000 548.00 7,672,000 1.38
261.00 5,220,000

29 日本 株式 イハラケミカル工業 化学 20,000 338.00 6,760,000 1.22
959.33 5,756,030

30 日本 株式 日本電産リード 電気機器 6,000 1,044.00 6,264,000 1.13

数量
順
位

種類 銘柄名 業種
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種類別及び業種別投資比率 

種類 国内／
外国

業種 投資比率
(％)

株式 国内 サービス業 13.03
不動産業 10.83
化学 9.91
電気機器 9.01
金属製品 7.81
機械 7.17
輸送用機器 6.99
小売業 6.26
卸売業 5.46
情報・通信業 4.88
銀行業 4.79
精密機器 3.93
建設業 2.23
その他製品 1.84
電気・ガス業 1.52
石油・石炭製品 1.38
海運業 0.57

97.61合計  
投資不動産物件 

該当事項はありません。 

その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 

（3）【運用実績】 

①【純資産の推移】 

純資産総額(円) 純資産総額(円)
1口当たり
純資産額

1口当たり
純資産額

(分配落) (分配付) (円)
(分配落)

(円)
(分配付)

1期 (2008年1月25日) 708,622,060 708,622,060 0.6935 0.6935
2期 (2009年1月26日) 483,260,285 483,260,285 0.4194 0.4194
3期 (2010年1月25日) 373,862,359 373,862,359 0.4972 0.4972
4期 (2011年1月25日) 539,182,277 539,182,277 0.5899 0.5899
5期 (2012年1月25日) 362,364,941 362,364,941 0.5654 0.5654

2011年2月末日 557,218,180 － 0.6114 －
2011年3月末日 492,940,371 － 0.5754 －
2011年4月末日 475,738,503 － 0.5582 －
2011年5月末日 477,159,354 － 0.5637 －
2011年6月末日 454,821,426 － 0.5917 －
2011年7月末日 451,619,370 － 0.5929 －
2011年8月末日 431,438,053 － 0.5689 －
2011年9月末日 384,426,963 － 0.5761 －
2011年10月末日 374,895,558 － 0.5634 －
2011年11月末日 358,365,752 － 0.5430 －
2011年12月末日 355,644,486 － 0.5415 －
2012年1月末日 361,135,640 － 0.5644 －
2012年2月末日 335,150,010 － 0.6175 －

年月日期
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②【分配の推移】 

1口当たりの分配金
(円)

1期 自　2007年1月31日 0.0000
至　2008年1月25日

2期 自　2008年1月26日 0.0000
至　2009年1月26日

3期 自　2009年1月27日 0.0000
至　2010年1月25日

4期 自　2010年1月26日 0.0000
至　2011年1月25日

5期 自　2011年1月26日 0.0000
至　2012年1月25日

期 計算期間

 

 

③【収益率の推移】 

前期末 当期末
期 計算期間 1口当たり純資産 1口当たり純資産

(分配落)円 (分配付)円
1期 自　2007年1月31日 1.0000 0.6935 △30.7

至　2008年1月25日
2期 自　2008年1月26日 0.6935 0.4194 △39.5

至　2009年1月26日
3期 自　2009年1月27日 0.4194 0.4972 18.6

至　2010年1月25日
4期 自　2010年1月26日 0.4972 0.5899 18.6

至　2011年1月25日
5期 自　2011年1月26日 0.5899 0.5654 △4.2

至　2012年1月25日

収益率
（％）

 
（注）収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期

間末の1口当たり純資産額（分配落の額。以下「前期末純資産額」という。）を控除した額を

前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 

 

（4）【設定及び解約の実績】 

設定口数 解約口数
  (口)   (口)

1期 自　2007年1月31日 1,459,976,772 438,127,331
至　2008年1月25日 (0) (0)

2期 自　2008年1月26日 656,361,308 525,968,031
至　2009年1月26日 (0) (0)

3期 自　2009年1月27日 687,618,630 1,087,877,636
至　2010年1月25日 (0) (0)

4期 自　2010年1月26日 430,423,690 268,364,933
至　2011年1月25日 (0) (0)

5期 自　2011年1月26日 14,382,366 287,480,755
至　2012年1月25日 (0) (0)

期 計算期間

 

（注 1）（）内の数字は本邦外における設定、解約口数です。 

（注 2）設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 
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（参考情報） 

運用実績 
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第２【管理及び運営】 

１【申込（販売）手続等】 

(1) 販売会社で毎営業日に購入申込いただけます。 

購入単位は販売会社が別に定める単位とします。 

収益の分配時に、分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投資す

る「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか1つ

のコースのみの取扱いの場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。 

(2) 購入申込時限 

平成24年4月26日から平成25年4月25日までです。 

＊申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

申込の受付は原則として午後3時までです。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。

なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせくだ

さい。 

(3) 購入申込に係る制限 

委託会社は金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある

ときは、購入申込受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込受付を取り消すことができま

す。また委託会社は、信託財産の安定した運用と受益者の公平性に資するため、受益権の購入申込

に対して制限を設ける場合があります。 

(4) 購入価額 

購入申込受付日の基準価額です。 

(5) 購入時手数料 

購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会

社が定める手数料率を乗じて得た額です。ただし、分配金の再投資により取得する口数について手

数料はかかりません。詳しくは販売会社までお問い合わせください。 

(6) 購入代金の支払い 

販売会社が指定する期日までにお支払いください。 

＊購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記

載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座

に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託によ

り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に

定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があ

った場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受

託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託の都度、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 
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２【換金（解約）手続等】 

(1) 販売会社の毎営業日に換金申込ができます。 

換金単位は販売会社が別に定める単位とします。 

(2) 換金申込時限 

申込の受付は原則として午後3時までです。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。

なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせくだ

さい。 

(3) 換金価額 

換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控

除した額とします。 

信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。

信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続さ

れる受益者との公平性を図るものです。 

(4) 換金制限 

信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たりの解約の金額に制限を設ける場合や一定の金

額を超える換金申込の受付時間に制限を設ける場合があります。 

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金申

込受付を中止することができます。換金の申込受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以

前に行った当日の換金の申込受付を撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込受付を撤回しな

い場合には、当該受益権の換金の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換

金の申込受付を受付けたものとして、当該計算日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とし

ます。 

(5) 換金（解約）手数料 

換金（解約）時の手数料はありません。 

(6) 換金代金の支払い 

換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いを開始します。 

＊換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの

信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消

の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また

は記録が行われます。 

 

３【資産管理等の概要】 

（1）【資産の評価】 

ファンドに属する有価証券等の時価評価は、原則として、市場価額のある有価証券についてはその終

値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）、市場価額のない有価証券については取得価額、未
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上場の投資信託証券については基準価額に基づいて評価します。ただし、社団法人投資信託協会規則に

従い、残存期間1年以内の公社債等については、原則として、取得価額と償還価額の差額を日割計算し

て得た金額を日々帳簿価額に加算又は減算した額で評価します。 

「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）

を計算日における受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組入有価証券

等の値動き等により日々変動します。基準価額は便宜上1万口単位で表示することがあります。 

なお、基準価額につきましては、前日の基準価額が日本経済新聞の朝刊に掲載される（掲載名：ハナ

サク）他、委託会社、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。 

＜委託会社の照会先＞ 

 

 

 

 

 

    ※平成24年5月1日より、電話番号を03-6711-9200へ変更する予定です。 

（2）【保管】 

該当事項はありません。 

（3）【信託期間】 

信託期間は、平成19年1月31日から平成29年1月25日までとします。 

ただし、下記（5）その他①ファンドの償還条件に該当する場合等には約款所定の手続きを経たうえ

で、信託期間中においても信託を終了することがあります。 

また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託

会社と協議の上、信託期間を延長することができます。 

（4）【計算期間】 

計算期間は、毎年1月26日から翌年1月25日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当

する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始

されるものとします。 

年１回の決算時（原則として1月25日、休業日の場合は翌営業日）に、約款に定める「収益分配方針」

に基づいて、収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合もあり

ます。個別元本により普通分配金と特別分配金が計算されます。 

（分配金受取コースを選択の場合） 

原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。 

（分配金再投資コースを選択の場合） 

分配金は税金を差し引かれた後、自動的に再投資されます。この場合、1口単位での申込となり、手

数料はかかりません。 

＊分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該分配

金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該分配金

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 
〔ホームページ〕http://www.sparx.co.jp/ 
〔電話番号〕  03-5435-8200 

（受付時間：営業日の 9：00～17：00） 
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に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記

録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算し

て5営業日目までに支払いを開始します。「分配金再投資コース」をお申込の場合は、分配金は税引後

無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま

す。 

(5)【その他】 

①ファンドの償還条件 

イ．委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託に係る受益権

の口数が20億口を下回ったとき、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、また

はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、繰上償還させることができます。こ

の場合において、委託者は、あらかじめ、繰上償還しようとする旨を監督官庁に届出ます。 

ロ．委託者は、イの事項について、あらかじめ、繰上償還しようとする旨を公告し、かつ、その旨を

記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約

に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

ハ．ロの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる

べき旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。 

ニ．ハの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると

きは、イの繰上償還をしません。 

ホ．委託者は、繰上償還をしないこととしたときは、繰上償還しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

ヘ．ハからホまでの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であ

って、ハの一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には

適用しません。 

②約款の変更 

イ．委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託者と合意のうえ、この約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨

およびその内容を監督官庁に届出ます。 

ロ．委託者は、イの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす

る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの約款に係る知られたる受

益者に対して交付します。ただし、この約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

ハ．ロの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる

べき旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。 

ニ．ハの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
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きは、イの約款の変更をしません。 

ホ．委託者は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益

者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③関係法人との契約更改等に関する手続き 

販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の

意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと

同様とします。 

④運用報告書 

委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および

有価証券の売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に

交付します。 

⑤公告 

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。 

http://www.sparx.co.jp/ 

なお、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、

公告は日本経済新聞に掲載することとします。 

 

４【受益者の権利等】 

①分配・償還金受領権 

受益者は、委託者の決定した分配金・償還金を、持ち分に応じて委託者から受領する権利を有します。

分配金については､分配金再投資コースを選択の場合、税引き後無手数料で再投資されますが、再投資に

より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。この場合、1口単位での申込となり、手

数料はかかりません。分配金受取コースを選択の場合、原則として決算日において振替機関等の振替口

座簿に記載または記録されている受益者（当該分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた

受益権に係る受益者を除きます。また、当該分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取

得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。 

償還金については、原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。 

また、受益者が分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を

行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。 

②受益権の一部解約請求権 

受益者は、受益権の一部解約を、販売会社を通して委託者に請求することができます。 
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③反対者の買取請求権 

信託契約の解約または信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間

内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもっ

て買取るべき旨を請求することができます。 

④受益権均等分割 

受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。受益権は、

信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。 

⑤帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求す

ることができます。 

⑥受益者集会 

受益者集会は開催しません。従ってその議決権は存在しません。 
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第３【ファンドの経理状況】 

 

 

１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

第59号) (以下「財務諸表等規則」という。) 並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算

に関する規則」 (平成12年総理府令第133号) (以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成し

ております。 

なお、当ファンドの財務諸表等に係わる財務諸表等規則並びに投資信託財産計算規則の改正についての対応

状況は、下表の通りであります。 

 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 平成22年1月26日 自 平成23年1月26日 
財務諸表等規則並びに投資信

託財産計算規則改正 

至 平成23年1月25日 至 平成24年1月25日 

平成20年8月7日付

内閣府令第50号 

同府令第2条第2項による経過措

置を適用し、改正前の財務諸表等

規則に基づいて作成しておりま

す。 

改正後の財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。 

財務諸表等

規則 

平成22年9月30日

付内閣府令第45号 

同府令第3条第1項による経過措

置を適用し、改正前の財務諸表等

規則に基づいて作成しておりま

す。 

同府令第3条第1項による経過措

置を適用し、改正前の財務諸表等

規則に基づいて作成しておりま

す。 

投資信託財

産計算規則 

平成23年7月8日付

内閣府令第33号 

改正前の投資信託財産計算規則

に基づいて作成しております。 

同府令第2条による経過措置を適

用し、改正前の投資信託財産計算

規則に基づいて作成しておりま

す。 

 

２） 財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第4期計算期間(平成22年1月26日か

ら平成23年1月25日まで)、及び第5期計算期間(平成23年1月26日から平成24年1月25日まで)の財務諸表につ

いて、新日本有限責任監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和32年大蔵省令第12

号）第3条第1項に基づく監査を受けております。 

 
 



36 



37 



１【財務諸表】 
スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド 

（1）【貸借対照表】 

（単位：円）

第4期計算期間末 
(平成23年1月25日現在) 

第5期計算期間末 
(平成24年1月25日現在) 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 5,532,296 4,500,247

親投資信託受益証券 538,652,279 361,836,598

未収入金 2,030,292 －

未収利息 7 6

流動資産合計 546,214,874 366,336,851

資産合計 546,214,874 366,336,851

負債の部   

流動負債   

未払解約金 2,030,292 －

未払受託者報酬 177,759 141,142

未払委託者報酬 4,570,739 3,629,266

その他未払費用 253,807 201,502

流動負債合計 7,032,597 3,971,910

負債合計 7,032,597 3,971,910

純資産の部   

元本等   

元本 ※1  914,042,469 ※1  640,944,080

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2  △374,860,192 ※2  △278,579,139

（分配準備積立金） 37,386,120 26,137,538

元本等合計 539,182,277 362,364,941

純資産合計 539,182,277 362,364,941

負債純資産合計 546,214,874 366,336,851
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（2）【損益及び剰余金計算書】 

（単位：円）

第4期計算期間 
自 平成22年1月26日 
至 平成23年1月25日 

第5期計算期間 
自 平成23年1月26日 
至 平成24年1月25日 

営業収益   

受取利息 868 752

有価証券売買等損益 94,214,405 △16,426,034

営業収益合計 94,215,273 △16,425,282

営業費用   

受託者報酬 366,152 319,898

委託者報酬 9,415,092 8,225,770

その他費用 522,820 456,739

営業費用合計 10,304,064 9,002,407

営業利益又は営業損失（△） 83,911,209 △25,427,689

経常利益又は経常損失（△） 83,911,209 △25,427,689

当期純利益又は当期純損失（△） 83,911,209 △25,427,689

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 4,654,808 △9,556,115

期首剰余金又は期首欠損金（△） △378,121,353 △374,860,192

剰余金増加額又は欠損金減少額 133,885,167 118,308,888

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額 133,885,167 118,308,888

剰余金減少額又は欠損金増加額 209,880,407 6,156,261

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額 209,880,407 6,156,261

分配金 ※1  0 ※1  0

期末剰余金又は期末欠損金（△） △374,860,192 △278,579,139
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(3)【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 平成22年1月26日 自 平成23年1月26日 区分 

至 平成23年1月25日 至 平成24年1月25日 

「親投資信託受益証券」 「親投資信託受益証券」 1．有価証券の

評価基準及

び評価方法 
 移動平均法に基づき、原則として時価

で評価しております。時価評価にあたっ

ては、親投資信託受益証券の基準価額に

基づいて評価しております。 

 移動平均法に基づき、原則として時価

で評価しております。時価評価にあたっ

ては、親投資信託受益証券の基準価額に

基づいて評価しております。 

「有価証券売買等損益」 「有価証券売買等損益」 2．収益及び費

用の計上基

準 
約定日基準で計上しております。 約定日基準で計上しております。 

 

（貸借対照表に関する注記）  

第4期計算期間末 第5期計算期間末 
区分 

(平成23年1月25日現在) (平成24年1月25日現在) 

※1 計算期間末日における受益権の

総数 914,042,469口 640,944,080口

※2 投資信託財産計算規則第55条の6

第1項第10号に規定する額 

  元本の欠損 374,860,192円 278,579,139円

3 1口当たり純資産額 0.5899円 0.5654円

  （1万口当たり純資産額） (5,899円) (5,654円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 平成22年1月26日 自 平成23年1月26日 

至 平成23年1月25日 至 平成24年1月25日 

※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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（金融商品に関する注記） 

（1）金融商品の状況に関する事項 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 平成22年1月26日 自 平成23年1月26日 区分 

至 平成23年1月25日 至 平成24年1月25日 

1．金融商品に

対する取組

方針 

 当ファンドは、投資信託及び投資法人

に関する法律第2条第4項に定める証券投

資信託であり、当ファンドは、信託約款

に定める運用の基本方針に基づき運用を

行っています。 

 当ファンドは、投資信託及び投資法人

に関する法律第2条第4項に定める証券

投資信託であり、当ファンドは、信託約

款に定める運用の基本方針に基づき運

用を行っています。 

①金融商品の内容 ①金融商品の内容 

 当ファンドの当計算期間において投

資した金融商品の種類は、以下の通り

であります。 

 当ファンドの当計算期間において

投資した金融商品の種類は、以下の通

りであります。 

・有価証券 ・有価証券 

 当ファンドが当計算期間の末日時

点で保有する有価証券の詳細は、

「（その他の注記）2.有価証券関係」

の通りであります。 

 当ファンドが当計算期間の末日

時点で保有する有価証券の詳細は、

「（その他の注記）2.有価証券関係」

の通りであります。 

 ・コールローン等の金銭債権及び金銭

債務 

 ・コールローン等の金銭債権及び金銭

債務 

②金融商品に係るリスク ②金融商品に係るリスク 

当ファンドは、以下のリスクを内包し

ております。 

当ファンドは、以下のリスクを内包し

ております。 

 Ａ)市場リスク  Ａ)市場リスク 

 ・株価等変動リスク  ・株価等変動リスク 

 Ｂ)流動性リスク  Ｂ)流動性リスク 

2．金融商品の

内容及びそ

の金融商品

に係るリス

ク 

 Ｃ)信用リスク  Ｃ)信用リスク 

3．金融商品に

係るリスク

管理体制 

 弊社では、上記2の②に掲げるリスクを

適切に管理するため、運用部門から独立

した管理担当部門によりモニタリング等

のリスク管理を行っています。 

 体制としては、リスク管理業務担当部

門を中心として、リスク管理を行ってい

ます。また、リスク管理業務担当部門を

中心として、随時レビューが行われる他、

月次の投資政策委員会においてもレビュ

ーが行われます。 

 弊社では、上記2の②に掲げるリスク

を適切に管理するため、運用部門から独

立した管理担当部門によりモニタリン

グ等のリスク管理を行っています。 

 体制としては、リスク管理業務担当部

門を中心として、リスク管理を行ってい

ます。また、リスク管理業務担当部門を

中心として、随時レビューが行われる

他、月次の投資政策委員会においてもレ

ビューが行われます。 

4．金融商品の

時価等に関

する事項に

ついての補

足説明 

 当ファンドの時価には、市場価格に基

づく価額のほか、市場価額がない場合に

は、合理的に算定された価額が含まれま

す。当該価額の算定においては一定の前

提条件を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なる

こともあります。 

 当ファンドの時価には、市場価格に基

づく価額のほか、市場価額がない場合に

は、合理的に算定された価額が含まれま

す。当該価額の算定においては一定の前

提条件を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なる

こともあります。 
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（2）金融商品の時価等に関する事項 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 平成22年1月26日 自 平成23年1月26日 区分 

至 平成23年1月25日 至 平成24年1月25日 

1．貸借対照表計上

額、時価及びその

差額 

 当ファンドにおいて投資している金

融商品は原則として全て時価評価して

いるため、貸借対照表計上額と時価と

の差額は生じておりません。 

 当ファンドにおいて投資している金

融商品は原則として全て時価評価して

いるため、貸借対照表計上額と時価と

の差額は生じておりません。 

①有価証券 ①有価証券 

 有価証券に該当する貸借対照表上

の勘定科目、及びその時価の算定方

法については、「（重要な会計方針

に係る事項に関する注記）1.有価証

券の評価基準及び評価方法」の通り

であります。 

 有価証券に該当する貸借対照表上

の勘定科目、及びその時価の算定方

法については、「（重要な会計方針

に係る事項に関する注記）1.有価証

券の評価基準及び評価方法」の通り

であります。 

②コール・ローン等の金銭債権及び金

銭債務 

②コール・ローン等の金銭債権及び金

銭債務 

2．時価の算定方法 

 上記①以外のその他の科目につい

ては、帳簿価額を時価として評価し

ております。 

 上記①以外のその他の科目につい

ては、帳簿価額を時価として評価し

ております。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 平成22年1月26日 自 平成23年1月26日 

至 平成23年1月25日 至 平成24年1月25日 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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（その他の注記） 

1．元本の移動 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 平成22年1月26日 自 平成23年1月26日 区分 

至 平成23年1月25日 至 平成24年1月25日 

期首元本額 751,983,712円 914,042,469円

期中追加設定元本額 430,423,690円 14,382,366円

期中一部解約元本額 268,364,933円 287,480,755円

 

2．有価証券関係 

売買目的有価証券 

当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 

第4期計算期間末 第5期計算期間末 種類 

(平成23年1月25日現在) (平成24年1月25日現在) 

親投資信託受益証券 88,412,092 △ 6,987,350

合計 88,412,092 △ 6,987,350

 

3．デリバティブ取引関係 

第4期計算期間 第5期計算期間 

自 平成22年1月26日 自 平成23年1月26日 

至 平成23年1月25日 至 平成24年1月25日 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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(4）【附属明細表】 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式 

該当事項はありません。 

(2)株式以外の有価証券(平成24年1月25日現在) 

種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考 

親投資信託受益証券 
スパークス・日本中小型

株・マザーファンド 
488,836,259 361,836,598   

合計 488,836,259 361,836,598   

 

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 「（その他の注記）3．デリバティブ取引関係」に記載することとしています。 
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参考情報 

当ファンドは、「スパークス・日本中小型株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、

貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。 

 

「スパークス・日本中小型株・マザーファンド」の状況 

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 

(1)貸借対照表 

注記 (平成23年1月25日現在) (平成24年1月25日現在)
区分 

番号 金額（円） 金額（円） 

資産の部  

流動資産  

コール・ローン  75,890,472 17,841,477

株式  766,594,630 550,730,890

未収入金  8,407,492 9,723,993

未収配当金  1,396,100 1,211,300

未収利息  103 24

流動資産合計  852,288,797 579,507,684

資産合計  852,288,797 579,507,684

負債の部  

流動負債  

未払金  22,060,825 10,717,713

未払解約金  2,030,292 －

流動負債合計  24,091,117 10,717,713

負債合計  24,091,117 10,717,713

純資産の部  

元本等  

元本 ※1 1,093,656,137 768,433,272

剰余金  

剰余金又は欠損金（△） ※2 △265,458,457 △199,643,301

元本等合計  828,197,680 568,789,971

純資産合計  828,197,680 568,789,971

負債純資産合計  852,288,797 579,507,684
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(2)注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

自 平成22年1月26日 自 平成23年1月26日 
区分 

至 平成23年1月25日 至 平成24年1月25日 

「株式」 「株式」 1．有価証券

の評価基準

及び評価方

法 

 移動平均法に基づき、原則として時価

で評価しております。時価評価にあたっ

ては、金融商品取引所における最終相場

（最終相場のないものについては、それ

に準ずる価額）、または金融商品取引業

者等から提示される気配相場に基づいて

評価しております。 

 移動平均法に基づき、原則として時価

で評価しております。時価評価にあたっ

ては、金融商品取引所における最終相場

（最終相場のないものについては、それ

に準ずる価額）、または金融商品取引業

者等から提示される気配相場に基づいて

評価しております。 

(1)「受取配当金」 (1)「受取配当金」 

 受取配当金は、原則として株式の配当

落ち日もしくは投資証券の権利落ち日に

おいて、確定配当金額もしくは確定収益

分配金額、又は予想配当金額もしくは予

想収益分配金額を計上しております。 

 受取配当金は、原則として株式の配当

落ち日もしくは投資証券の権利落ち日に

おいて、確定配当金額もしくは確定収益

分配金額、又は予想配当金額もしくは予

想収益分配金額を計上しております。 

(2)「有価証券売買等損益」 (2)「有価証券売買等損益」 

2．収益及び

費用の計上

基準 

約定日基準で計上しております。 約定日基準で計上しております。 

 

（その他の注記）   

区 分 (平成23年1月25日現在) 

※1. 期首  平成22年1月26日   

期首元本額  1,223,297,703 円

期首より平成23年1月25日までの追加設定元本額  343,532,285 円

期首より平成23年1月25日までの一部解約元本額  473,173,851 円

平成23年1月25日現在の元本の内訳※   

スパークス・日本中小型株・ファンド（適格機関投資家専用）  382,376,222 円

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド  711,279,915 円

(合計)  1,093,656,137 円

※2．元本の欠損  265,458,457 円

3．計算期間末日における受益権の総数  1,093,656,137 口

4．1口当たり純資産額  0.7573 円

 (1万口当たり純資産額)  (7,573 円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額   
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区 分 (平成24年1月25日現在) 

※1. 期首  平成23年1月26日   

期首元本額  1,093,656,137 円

期首より平成24年1月25日までの追加設定元本額  11,174,508 円

期首より平成24年1月25日までの一部解約元本額  336,397,373 円

平成24年1月25日現在の元本の内訳※   

スパークス・日本中小型株・ファンド（適格機関投資家専用）  279,597,013 円

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド  488,836,259 円

(合計)  768,433,272 円

※2．元本の欠損  199,643,301 円

3．計算期間末日における受益権の総数  768,433,272 口

4．1口当たり純資産額  0.7402 円

 (1万口当たり純資産額)  (7,402 円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額   
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(3）附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式(平成24年1月25日現在) 

銘柄 

コード 
銘柄名 株式数（株）

評価単価

（円） 
評価金額（円） 備考

1919 エス・バイ・エル 45,000 168 7,560,000  

2131 アコーディア・ゴルフ 440 58,700 25,828,000  

2175 エス・エム・エス 472 72,800 34,361,600  

2371 カカクコム 1,800 2,377 4,278,600  

2678 アスクル 19,100 1,207 23,053,700  

2729 ＪＡＬＵＸ 6,000 777 4,662,000  

2778 パレモ 24,000 337 8,088,000  

3655 ブレインパッド 300 4,120 1,236,000  

4046 ダイソー 81,000 255 20,655,000  

4082 第一稀元素化学工業 2,300 3,200 7,360,000  

4228 積水化成品工業 96,000 298 28,608,000  

4343 イオンファンタジー 4,700 1,264 5,940,800  

4631 ＤＩＣ 130,000 151 19,630,000  

4719 アルファシステムズ 15,000 1,190 17,850,000  

4989 イハラケミカル工業 20,000 300 6,000,000  

5002 昭和シェル石油 26,500 540 14,310,000  

5929 三和ホールディングス 98,000 255 24,990,000  

5959 岡部 36,200 394 14,262,800  

5975 東プレ 8,600 774 6,656,400  

6137 小池酸素工業 44,000 209 9,196,000  

6315 ＴＯＷＡ 31,700 433 13,726,100  

6381 アネスト岩田 44,000 352 15,488,000  

6393 油研工業 12,000 172 2,064,000  

6584 三櫻工業 37,100 567 21,035,700  

6654 不二電機工業 9,400 926 8,704,400  

6789 ローランド ディー．ジー． 20,600 874 18,004,400  

6833 日本電産リード 6,000 1,009 6,054,000  

6958 日本シイエムケイ 12,600 283 3,565,800  

7287 日本精機 14,000 858 12,012,000  

7581 サイゼリヤ 4,500 1,212 5,454,000  

7599 ガリバーインターナショナル 6,800 2,896 19,692,800  

7955 クリナップ 30,500 493 15,036,500  

8050 セイコーホールディングス 122,000 173 21,106,000  

8155 三益半導体工業 4,700 699 3,285,300  

8336 武蔵野銀行 4,500 2,632 11,844,000  

8550 栃木銀行 71,000 284 20,164,000  
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銘柄 

コード 
銘柄名 株式数（株）

評価単価

（円） 
評価金額（円） 備考

8869 明和地所 36,100 355 12,815,500  

8871 ゴールドクレスト 11,470 1,411 16,184,170  

8923 トーセイ 932 20,010 18,649,320  

9119 飯野海運 16,000 378 6,048,000  

9543 静岡瓦斯 30,000 509 15,270,000  

合 計 1,185,314  550,730,890   

 

(2)株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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２【ファンドの現況】 

【純資産額計算書】 

(2012年2月29日現在)
Ⅰ　資産総額 335,835,212 円
Ⅱ　負債総額 685,202 円
Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 335,150,010 円
Ⅳ　発行済口数 542,791,746 口
Ⅴ　1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.6175 円

 

 

（参考）スパークス・日本中小型株・マザーファンド 

純資産額計算書 

(2012年2月29日現在)

Ⅰ　資産総額 560,634,128 円
Ⅱ　負債総額 5,335,126 円
Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 555,299,002 円
Ⅳ　発行済口数 685,914,092 口
Ⅴ　1口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.8096 円

 

 

 

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 

(1) 名義書換について 

該当事項はありません。 

(2) 受益者等に対する特典 

該当するものはありません。 

(3) 譲渡制限の内容 

譲渡制限は設けておりません。 

(4) 受益証券の再発行 

委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益

証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求

を行わないものとします。 

(5) 受益権の譲渡 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数

の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録

するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受

人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法

の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知

するものとします。 
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③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい

る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、

委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止

期間を設けることができます。 

（6）受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗すること

ができません。 

（7）受益権の再分割 

委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分

割できるものとします。 

（8）償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に

おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権

で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として

取得申込者とします。）に支払います。 

（9）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解

約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法

その他の法令等に従って取り扱われます。 
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第三部【委託会社等の情報】 
第１【委託会社等の概況】 

１【委託会社等の概況】 

(1)資本金の額（平成 24年 2 月末日現在） 

資本金         25 億円 

発行可能株式総数    50,000 株 

発行済株式総数     50,000 株 

最近 5年間における資本の額の増減 

該当事項はありません。 

 

(2)委託会社の機構（平成 24年 2月末日現在） 

① 経営体制 

 当社の意思決定機関としてある取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の選

任は株主総会において、発行済株式総数の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。 

取締役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでと

し、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべき時ま

でとします。 

取締役会は、その決議をもって、取締役の中から取締役社長1名を選定し、また必要に応じ

て取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができ

ます。取締役会の決議をもって代表取締役を決定します。 

代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い、業務を執行します。 

取締役会は、法令または定款に定めてある事項の他、当社の経営上重要な事項を決定します。 

② 運用体制 

１）当ファンドでは、運用調査本部が運用・調査を担当します。下記の意思決定プロセスに

基づき、運用を行います。 

２）意思決定プロセス 

イ．運用指図の意思決定は「投資信託に係る運用管理規程」に従い、「第一投資政策委員会」

において、投資環境の分析、市場動向見通し策定、期待リターンとリスクの予測などを

実施、「運用計画書」において、運用戦略を審議の上、行われます。 

ロ．ファンドマネージャーは「第一投資政策委員会」において承認された運用戦略に基づき、

「投資信託に係る運用管理規程」に従い、実際の投資活動を行います。第一投資政策委

員会は、運用調査本部、リスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門の責任者等

をもって構成し、原則として月２回開催する他、必要に応じ臨時開催します。 
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２【事業の内容及び営業の概況】 

金融商品取引法に定める金融商品取引業者として営業を行っております。 

（関東財務局長（金商）第 346 号） 

 (1)投資顧問業 

平成 18 年 8 月投資一任契約に係る業務の認可取得。平成元年に創業したスパークス投資顧問

株式会社（平成 12 年 3 月社名変更後の商号：スパークス・アセット・マネジメント投信株式

会社）の業務を平成 18年 10 月 1日に承継し、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者

として営業を行っております。 

 (2)投資信託委託業 

平成 18 年 8 月投資信託委託業の認可取得。平成 12 年 3 月に証券投資信託委託業の認可を取

得したスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の事業を平成 18 年 10 月 1 日に承

継し、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として営業を行っております。 

委託者の運用する投資信託は平成 24 年 2 月 29 日現在次の通りです。 

（ただし、親投資信託を除きます。） 

種類 本数 純資産総額（億円）

追加型株式投資信託 20 614

追加型証券投資信託 4 167

合計 24 781  
(3)第一種金融商品取引業 

平成 22 年 7 月 1 日をもってスパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を

開始しました。 
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3【委託会社等の経理状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下「委託会社」という）

の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引

業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表等規則は平成22年９月30日付の内閣府令第45号により改正されておりますが、

第４期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）については、改正前の財務諸

表等規則に基づいて作成しており、第５期事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日

まで）については、内閣府令第45号附則第３条第１項第１号により改正前の財務諸表等規則に

基づいて作成しております。 

 

２．中間財務諸表の作成方法について 

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引

業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。 

 

３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額 

  財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

４．監査証明について 

委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第４期事業年度（平成21年

４月１日から平成22年３月31日まで）及び第５期事業年度（平成22年４月１日から平成23年３

月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。 

また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度の中間会計期間

（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監

査法人により中間監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前事業年度   あらた監査法人 

 当中間会計期間 新日本有限責任監査法人 
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 (1) 貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金・預金 2,383  2,121

  預託金 －  500

  未収委託者報酬 241  246

  未収投資顧問料 291  320

  前払費用 32  28

  未収収益 0  67

  未収入金 4  2

  その他 0  6

  流動資産合計 2,953  3,294

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 ※１ 6 ※２ 66

   工具、器具及び備品 ※１ 15 ※２ 19

   有形固定資産合計 21  86

  無形固定資産  

   ソフトウェア 52  24

   無形固定資産合計 52  24

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,608  －

   差入保証金 9  7

   投資その他の資産合計 1,618  7

  固定資産合計 1,692  117

 資産合計 4,645  3,411

（負債の部）  

 流動負債  

  預り金 9  53

  未払手数料 63  64

  その他未払金 ※２ 213 ※３ 251

  未払法人税等 7  5

  未払消費税等 10  －

  その他 0  －

  流動負債合計 305  374

 固定負債  

  繰延税金負債 52  －

  固定負債合計 52  －

 特別法上の準備金  

  金融商品取引責任準備金 － ※１ 0

  特別法上の準備金合計 －  0

 負債合計 357  375

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 2,500  2,500

  資本剰余金  

   資本準備金 1,453  104

   その他資本剰余金 －  499
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(平成22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 

   資本剰余金合計 1,453  603

  利益剰余金  

   利益準備金 －  145

   その他利益剰余金  

    繰越利益剰余金 490  △212

   利益剰余金合計 490  △67

  株主資本合計 4,443  3,036

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △155  －

  評価・換算差額等合計 △155  －

 純資産合計 4,287  3,036

負債純資産合計 4,645  3,411
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(2) 損益計算書 

  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業収益  

 委託者報酬 1,663  1,179

 投資顧問料収入 1,252  1,114

 受入手数料 －  188

 その他営業収益 4  27

 営業収益計 2,920  2,510

営業費用  

 支払手数料 715  358

 広告宣伝費 5  7

 調査費 227  206

 委託計算費 80  71

 営業雑経費  

  通信費 6  13

  印刷費 0  7

  協会費 5  6

  諸会費 1  3

  その他 2  2

 営業費用計 1,045  676

一般管理費  

 給料 707  884

  役員報酬 42  75

  給料・手当 664  722

  賞与 0  87

 旅費交通費 34  55

 事務委託費 ※１ 564 ※１ 461

 不動産賃借料 258  231

 租税公課 18  14

 固定資産減価償却費 59  70

 交際費 2  5

 諸経費 98  172

 一般管理費計 1,744  1,896

営業利益又は営業損失（△） 130  △62

営業外収益  

 受取利息 7  7

 為替差益 0  －

 雑収入 5  4

 営業外収益計 13  11

営業外費用  

 為替差損 －  7

 雑損失 1  0

 営業外費用計 1  8

経常利益又は経常損失（△） 142  △59

特別利益  

 投資有価証券売却益 － ※３ 152

 前期損益修正益 ※２ 6  －

 その他 0  －
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  (単位：百万円)

 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

 特別利益合計 6  152

特別損失  

 固定資産売却損 ※３ 1  －

 固定資産除却損 ※３ 2 ※２ 6

 投資有価証券売却損 － ※３ 244

 経営構造改革関連損失 0  53

 金融商品取引責任準備金繰入額 －  0

 特別損失合計 4  303

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 144  △210

法人税、住民税及び事業税 2  2

法人税等合計 2  2

当期純利益又は当期純損失（△） 142  △212
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(3) 株主資本等変動計算書 

  （単位：百万円）

 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  前期末残高 2,500  2,500

  当期末残高 2,500  2,500

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 1,453  1,453

   事業年度中の変動額  

    準備金から剰余金への振替 －  △1,453

    資本準備金の積立 －  104

    事業年度中の変動額合計 －  △1,348

   当期末残高 1,453  104

  その他資本剰余金  

   事業年度中の変動額  

    剰余金の配当 －  △1,047

    合併による増加 －  198

    準備金から剰余金への振替 －  1,453

    資本準備金の積立 －  △104

    事業年度中の変動額合計 －  499

   当期末残高 －  499

  資本剰余金合計  

   前期末残高 1,453  1,453

   事業年度中の変動額  

    剰余金の配当 －  △1,047

    合併による増加 －  198

    事業年度中の変動額合計 －  △849

   当期末残高 1,453  603

 利益剰余金  

  利益準備金  

   事業年度中の変動額  

    利益準備金の積立 －  145

    事業年度中の変動額合計 －  145

   当期末残高 －  145

  その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 347  490

    事業年度中の変動額  

     剰余金の配当 －  △1,452

     合併による増加 －  1,107

     利益準備金の積立 －  △145

     当期純利益又は当期純損失（△） 142  △212

     事業年度中の変動額合計 142  △702

    当期末残高 490  △212

  利益剰余金合計  

   前期末残高 347  490

   事業年度中の変動額  
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  （単位：百万円）

 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

    剰余金の配当 －  △1,452

    合併による増加 －  1,107

    当期純利益又は当期純損失（△） 142  △212

    事業年度中の変動額合計 142  △557

   当期末残高 490  △67

 株主資本合計  

  前期末残高 4,301  4,443

  事業年度中の変動額  

   剰余金の配当 －  △2,500

   合併による増加 －  1,305

   当期純利益又は当期純損失（△） 142  △212

   事業年度中の変動額合計 142  △1,406

  当期末残高 4,443  3,036

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 △116  △155

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
（純額） 

△38  155

   事業年度中の変動額合計 △38  155

  当期末残高 △155  －

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 △116  △155

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
（純額） 

△38  155

   事業年度中の変動額合計 △38  155

  当期末残高 △155  －

純資産合計  

 前期末残高 4,184  4,287

 事業年度中の変動額  

  剰余金の配当 －  △2,500

  合併による増加 －  1,305

  当期純利益又は当期純損失（△） 142  △212

  株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純
額） 

△38  155

  事業年度中の変動額合計 103  △1,251

 当期末残高 4,287  3,036
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は総平均

法により算定しております。） 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く） 

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く） 

 定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は、以下の通

りであります。 

建物        ８年～18年

工具、器具及び備品 ３年～20年

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は、以下の通

りであります。 

建物        ２年～18年

工具、器具及び備品 ２年～20年

 (2) 無形固定資産（リース資産を除

く） 

 ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によって

おります。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

 

３．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 

４．引当金の計上基準 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額のうち当事業

年度に負担すべき額を計上しておりま

す。 

―――――――― 

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

――――――――― 

 

 

 

 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。これによる損益への影響はありません。 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業

会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用

しております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

 
前事業年度 

(平成22年３月31日) 
当事業年度 

(平成23年３月31日) 
      ――――――――― 

 
 
 

※１．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項
は、次のとおりであります。 

 金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条
の５ 

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 
          建 物        １百万円
          工具、器具及び備品  88百万円
  

※２．有形固定資産の減価償却累計額 
          建 物        47百万円
          工具、器具及び備品 144百万円
  

※２．関係会社に対する資産及び負債 
その他未払金 121百万円

  

※３．関係会社に対する資産及び負債 
その他未払金 93百万円

 

    

 

（損益計算書関係） 

 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 
※１．関係会社に対する取引の主なもの 
事務委託費 433百万円

  

※１．関係会社に対する取引の主なもの 
事務委託費 393百万円

  
※２．前期損益修正益の主な内容は、前事業年度末に

おいて見積計上されていた経営構造改革関連損失
引当金の戻入であります。 

  

      ――――――――― 

※３．固定資産売却損及び固定資産除却損の内訳 
   固定資産売却損 
         工具、器具及び備品 １百万円 
   固定資産除却損 
         工具、器具及び備品 ２百万円 

※２．固定資産除却損の内訳 
         建物        ５百万円 
         工具、器具及び備品 ０百万円 

         ――――――――― ※３．投資有価証券売却益145百万円及び投資有価証券
売却損244百万円は、親会社との取引により生じた
ものであります。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 50,000 － － 50,000

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

    該当事項はありません。 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

    該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 50,000 － － 50,000

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

臨時株主総会 普通株式 2,500 50,000 平成22年12月16日 平成22年12月17日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

    該当事項はありません。 

 

（リース取引関係） 

 前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

   該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

   該当事項はありません。 
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（金融商品関係） 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシー

ドマネーに限定し、資金調達については親会社による株式引受によっております。 

デリバティブ取引は、後述するリスクを回避する目的以外には利用せず、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。

また外貨建ての営業債権・営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。 

投資有価証券は、シードマネーとしてのファンド等時価のある有価証券であり、市場価格の変動

リスクに晒されております。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理

あるいは運用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていない

ポートフォリオ運用であることから、極めて限定的であると判断しております。 

②  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社は、外貨建ての営業債権債務について、「市場リスク管理規程」に基づき、外貨建て営業

債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予

約等を利用してヘッジする予定にしております。 

投資有価証券については、シードマネーとしての投資信託等時価のある有価証券であり、「自

己資金運用規程」に基づき、毎月時価を把握し、取締役会に報告しております。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。 

（単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(１) 現金・預金 2,383 2,383 －

(２) 未収委託者報酬 241 241 －

(３) 未収投資顧問料 291 291 －

(４) 投資有価証券 1,608 1,608 －

資産計 4,524 4,524 －

(１) 未払手数料 63 63 －

(２) その他未払金 213 213 －

負債計 276 276 －

 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資  産 

(１) 現金・預金、（２）未収委託者報酬及び（３）未収投資顧問料 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。 

 

(４) 投資有価証券 

シードマネーとしての投資信託等は公表される基準価額または合理的に算定された価格によっておりま

す。 

 

負  債 

(１) 未払手数料及び(２)その他未払金 

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

 

(注)２．金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

現金・預金 2,383 － － －

未収委託者報酬 241 － － －

未収投資顧問料 291 － － －

合計 2,916 － － －

 

（追加情報） 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用してお

ります。
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当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシー

ドマネーに限定し、資金調達については親会社による株式引受によっております。 

デリバティブ取引は、後述するリスクを回避する目的以外には利用せず、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。

また外貨建ての営業債権・営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。 

投資有価証券は、シードマネーとしてのファンド等時価のある有価証券であり、市場価格の変動

リスクに晒されております。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理

あるいは運用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていない

ポートフォリオ運用であることから、極めて限定的であると判断しております。 

②  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社は、外貨建ての営業債権債務について、「市場リスク管理規程」に基づき、外貨建て営業

債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予

約等を利用してヘッジする予定にしております。 

投資有価証券については、シードマネーとしての投資信託等時価のある有価証券であり、「自

己資金運用規程」に基づき、毎月時価を把握し、取締役会に報告しております。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。 

（単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(１) 現金・預金 2,121 2,121 －

(２) 預託金 500 500 －

(３) 未収委託者報酬 246 246 －

(４) 未収投資顧問料 320 320 －

(５) 未収収益 67 67 －

資産計 3,255 3,255 －

(１) 預り金 53 53 －

(２) 未払手数料 64 64 －

(３) その他未払金 251 251 －

負債計 369 369 －

 

(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資  産 

(１) 現金・預金、（２）預託金、（３）未収委託者報酬、（４）未収投資顧問料及び（５）未収収益 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。 

 

負  債 

(１) 預り金、(２)未払手数料及び（３）その他未払金 

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

 

(注)２．金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
10年以内 

10年超 

現金・預金 2,121 － － －

預託金 500 － － －

未収委託者報酬 246 － － －

未収投資顧問料 320 － － －

未収収益 67 － － －

合計 3,255 － － －
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（有価証券関係） 

前事業年度 

１．その他有価証券（平成22年３月31日現在） 

 種類 
貸借対照表計上額 

(百万円) 
取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

その他 412 283 128貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の 小計 412 283 128

その他 1,195 1,427 △232貸借対照表計上額が
取得原価を超えない
もの 小計 1,195 1,427 △232

合計  1,608 1,711 △103

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  該当事項はありません。 

 

当事業年度 

１．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

種類 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

その他 1,619 152 244
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（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

 

前事業年度 

(平成22年３月31日) 

当事業年度 

(平成23年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(百万円)

繰延税金資産 

 繰越欠損金 27

 その他有価証券評価差額金 94

 その他の税務調整項目 10

繰延税金資産小計 132

 評価性引当額 △132

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 52

繰延税金負債合計 52

繰延税金負債の純額 52

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(百万円)

繰延税金資産 

 繰越欠損金 144

 未払賞与否認 32

 未確定債務否認 8

 金融商品取引責任準備金 0

 その他の税務調整項目 1

繰延税金資産小計 186

 評価性引当額 △186

繰延税金資産の純額 －

 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略しております。 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  税引前当期純損失が計上されているため、記載して

おりません。 
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（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

   （共通支配下の取引） 

 当社は、平成22年７月１日をもって、当社親会社スパークス・グループ株式会社の100％子会社

であるスパークス証券株式会社と合併いたしました。 

１．取引の概要 

（1）結合当事企業の名称及びその事業内容等 

（平成22年3月31日現在） 

 存続会社 消滅会社 

商号 スパークス・アセット・マネジ

メント株式会社（当社） 

スパークス証券株式会社 

事業内容 投資運用業及び投資助言・代理

業並びに第二種金融商品取引業 

第一種金融商品取引業、投資助

言･代理業及び情報提供コンサル

ティング業等 

設立年月日 平成18年4月3日 平成10年5月７日 

本店所在地 東京都品川区大崎1-11-2 ゲート

シティ大崎イーストタワー 

東京都品川区大崎1-11-2 ゲート

シティ大崎イーストタワー 

代表者 代表取締役社長 谷口 正樹 代表取締役社長 深見 正敏 

資本金 2,500百万円 165百万円

発行済株式総数 50,000 株 3,300 株

営業収益 2,920百万円 376百万円

当期純利益 142百万円 20百万円

純資産 4,287百万円 1,277百万円

総資産 4,645百万円 2,092百万円

従業員数 95人 9人

事業年度の末日 ３月31日 ３月31日

大株主及び持株比率 スパークス・グループ株式会社

（100%） 

スパークス・グループ株式会社

（100%） 

 



73 

（2）企業結合日 

   平成22年７月１日 

 

（3）企業結合の法的形式 

  当社を存続会社、スパークス証券株式会社を消滅会社とする吸収合併 

 

（4）結合後企業の名称 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

 

（5）その他取引の概要 

①  合併の目的 

投資運用業を主要事業としている当社と、当社及びグループ各社の運用する運用商品の販売等

を主要事業としているスパークス証券株式会社の経営資源を集約することによって経営の効率化

を図るとともに、商品の企画、その運用から販売、顧客サービスまでの一貫した体制を強化する

ことによって、市場変化及び顧客ニーズへの迅速な対応を図り、運用事業を強化し成長の加速を

図るため。 

②  合併比率並びに合併交付金 

当社及びスパークス証券株式会社は、いずれもスパークス･グループ株式会社の100％子会社で

あるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払はありません。 

③  消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12

月26日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。 
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（資産除去債務関係） 

当事業年度末（平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（賃貸等不動産関係） 

前事業年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

 当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（追加情報） 

 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

【関連情報】 

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１  サービスごとの情報 

投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90％

を超えるため、記載を省略しております。 

２  地域ごとの情報 

(1) 営業収益 

（単位：百万円） 

日本 バミューダ その他 合計 

1,633 451 425 2,510

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。 

 

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。 
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３  主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名 

スパークス・ファンド・シンフォニア 437 投信投資顧問業 

SPARX Overseas Ltd. 375 投信投資顧問業 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

【関連当事者情報】 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．関連当事者との取引 

（１）財務諸表提出会社の親会社 

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

議決権等 

の所有 

(被所有)割合
(％) 

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

親会社 

スパーク
ス・グル
ープ株式
会社 

東京都
品川区 

12,404 
純粋持株会
社 

（被所有）

直接100 
グループ管
理会社 

業務委託 433 未払金 121

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。 

（注２）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。 

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金又 

は出資金
(千米 

 ドル) 

事業の内容

議決権等 

の所有 

(被所有)割合
(％) 

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

同一の
親会社
をもつ
会社 

SPARX  

Overseas
Ltd. 

バミュ
ーダ諸
島 

1,562 資産運用業 なし 
海外籍ファ
ン ド の 運
用・管理業

運用報酬等
の受取 

375 
未収投資顧
問料等 

87

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。 

（注２）上記の表における期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。 
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２ 親会社に関する注記 

親会社情報 

 スパークス・グループ株式会社（ジャスダック証券取引所に上場） 

 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 関連当事者との取引 

（１）財務諸表提出会社の親会社 

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

議決権等 

の所有 

(被所有)割合

(％) 

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

業 務 委 託

（注１） 
393 未払金 92

投 資 有 価

証 券 の 売

却 

（注１） 

1,597 － －
親会社 

スパーク

ス・グル

ープ株式

会社 

東京都
品川区 

12,435 
純粋持株

会社 

（被所有） 

直接100 

グ ル ー プ

管理会社 

固 定 資 産

の 購 入

（注２） 

84 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。 

（注２）固定資産の購入金額は、スパークス・グループ株式会社の帳簿価額を基礎に決定しております。 

（注３）上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりま

せん。 

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社 

種類 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金又 

は出資金 

(千米 

 ドル) 

事業の内容

議決権等 

の所有 

(被所有)割合

(％) 

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

海外籍ファ
ン ド の 運
用・管理業

運用報酬等
の受取 

375 
未収投資顧
問料 

89
SPARX  

Overseas
Ltd. 

バミュ
ーダ諸
島 

1,562 資産運用業 なし 

販売会社 
手数料の受
取 

72 未収収益 24
同一の
親会社
をもつ
会社 

Fairchil
d Adviso
rs Limit
ed 

ケイマ
ン諸島 

0 資産運用業 なし 販売会社 
手数料の受
取 

50 未収収益 42

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。 

（注２）上記の表における期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。 

 

２ 親会社に関する注記 

 親会社情報 

  スパークス・グループ株式会社（株式会社大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場） 
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（１株当たり情報） 

 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 
  

１株当たり純資産額 85,758円46銭

１株当たり当期純利益金額 2,844円92銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

  

１株当たり純資産額 60,735円28銭

１株当たり当期純損失金額（△） △4,248円09銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に
ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 

    
（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度末 

(平成22年３月31日) 
当事業年度末 

(平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 4,287 3,036

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末純資産額（百万円） 4,287 3,036

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株） 

50,000 50,000

 

（注）２．１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度 
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 142 △212

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
（百万円） 

142 △212

普通株式の期中平均株式数（株） 50,000 50,000
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

（共通支配下の取引） 

 当社は、平成 22 年４月 28 日開催の取締役会におい

て、当社親会社スパークス・グループ株式会社の 100％

子会社であるスパークス証券株式会社と、平成 22 年７

月１日（予定）を合併期日として合併することを決議い

たしました。 

  

１. 結合当事企業の名称及びその事業内容等 

（平成 22 年３月 31 日現在）

  存続会社 消滅会社 

(1)商号 

スパークス・アセ

ット・マネジメン

ト株式会社（当

社） 

スパークス証券株

式会社 

  

 

(2)事業内

容 

投資運用業及び投

資助言・代理業並

びに第二種金融商

品取引業 

第一種金融商品取

引業、投資助言・

代理業及び情報提

供コンサルティン

グ業等 

(3)設立年

月日 
平成 18 年４月３日 平成 10 年５月７日

(4)本店所

在地 

東京都品川区大崎 

１-11-２ゲートシ 

ティ大崎イースト 

タワー 

東京都品川区大崎

１-11-２ゲートシ

ティ大崎イースト

タワー 

(5)代表者 
代表取締役社長  

谷口 正樹 

代表取締役社長 

深見 正敏 

(6)資本金 2,500 百万円 165 百万円

(7)発行済

株式総数 
50,000 株 3,300 株

(8)営業収

益 
2,920 百万円 376 百万円

(9)当期純

利益 
142 百万円 20 百万円

(10)純資産 4,287 百万円 1,277 百万円

(11)総資産 4,645 百万円 2,092 百万円

(12)従業員 95 人 9 人

(13)事業年

度の末日 
３月 31 日 ３月 31 日

(14)大株主

及び持株比

率 

スパークス・グル

ープ株式会社 

（100％） 

スパークス・グル

ープ株式会社 

当社（100％）

  

２. 企業結合の法的形式 

 当社を存続会社、スパークス証券株式会社を消滅会社

とする吸収合併 

  

３. 結合後企業の名称 

 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

  

――――――――――― 
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４. 取引の目的を含む取引の概要 

 (1) 合併の目的 

 投資運用業を主要事業としている当社と、当社及びグ

ループ各社の運用する運用商品の販売等を主要事業とし

ているスパークス証券株式会社の経営資源を集約するこ

とによって経営の効率化を図るとともに、商品の企画、

その運用から販売、顧客サービスまでの一貫した体制を

強化することによって、市場変化及び顧客ニーズへの迅

速な対応を図り、運用事業を強化し成長の加速を図るた

め。 

 (2) 合併期日（効力発生日） 

 平成 22 年７月１日（予定） 

 なお、当該合併は、スパークス証券株式会社が行って

いる業務の全てを円滑に引継ぐために必要となる、当社

における第一種金融商品取引業の登録等の要件を満たす

ことが条件となります。 

 (3) 合併比率並びに合併交付金 

 当社及びスパークス証券株式会社は、いずれもスパー

クス・グループ株式会社の 100％子会社であるため、本

合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交

付金の支払はありません。 

 (4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関

する取扱い 

 該当事項はありません。 

  

５. 実施する会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号

改正平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号 最終改正平成20年12月26日）に基づき、

共通支配下の取引として会計処理を行う予定でありま

す。 
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前事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

（重要な資産の譲渡） 

 当社は、平成 22 年４月 28 日開催の取締役会におい

て、当社が保有する投資有価証券を譲渡することを決議

いたしました。 

１. 譲渡の理由 

 後発事象（共通支配下の取引）に記載のとおり、スパ

ークス証券株式会社との合併に備え、市場リスクを有す

る資産を、合併前に譲渡することにいたしました。 

２．譲渡する相手先の名称 

 スパークス・グループ株式会社 

３．譲渡資産の種類、譲渡前の使途 

 譲渡資産の種類   投資有価証券 

 譲渡前の使途    シードマネー 

４．譲渡の時期 

 具体的な売却時期は銘柄ごとに異なりますが、概ね平

成 22 年６月末までには売却を完了する予定でありま

す。 

５．譲渡価額 

 1,608 百万円（予定） 

６．当該事象の損益に与える影響 

 当該有価証券の譲渡に伴う売却損 103 百万円（予定）

を、平成 23 年３月期において特別損失として計上する

予定であります。 

――――――――――― 
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１．中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

 (単位：百万円)

 
当中間会計期間 

(平成23年９月30日) 

（資産の部） 

 流動資産 

  現金・預金 1,939

  預託金 500

  未収委託者報酬 240

  未収投資顧問料 283

  前払費用 35

  未収収益 30

  未収入金 2

  その他 ※２ 1

  流動資産合計 3,033

 固定資産 

  有形固定資産 ※１ 77

  無形固定資産 15

  投資その他の資産 

   差入保証金 6

   投資その他の資産合計 6

  固定資産合計 99

 資産合計 3,133

（負債の部） 

 流動負債 

  預り金 10

  未払手数料 57

  その他未払金 160

  未払法人税等 6

  賞与引当金 41

  流動負債合計 275

 特別法上の準備金 

  金融商品取引責任準備金 0

  特別法上の準備金合計 0

 負債合計 276

（純資産の部） 

 株主資本 

  資本金 2,500

  資本剰余金 

   資本準備金 104

   その他資本剰余金 499

   資本剰余金合計 603

  利益剰余金 

   利益準備金 145

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 △391

   利益剰余金合計 △246

  株主資本合計 2,857

 純資産合計 2,857

 負債純資産合計 3,133
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(2) 中間損益計算書 

 (単位：百万円)

 

当中間会計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

営業収益 

 委託者報酬 550

 投資顧問料収入 535

 受入手数料 90

 その他営業収益 2

 営業収益計 1,177

営業費用及び一般管理費 ※１ 1,330

営業損失（△） △152

営業外収益 0

営業外費用 ※２ 26

経常損失（△） △178

特別損失 0

税引前中間純損失（△） △178

法人税、住民税及び事業税 1

中間純損失（△） △179
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

 （単位：百万円）

 

当中間会計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

株主資本 

 資本金 

  当期首残高 2,500

  当中間期末残高 2,500

 資本剰余金 

  資本準備金 

   当期首残高 104

   当中間期末残高 104

  その他資本剰余金 

   当期首残高 499

   当中間期末残高 499

  資本剰余金合計 

   当期首残高 603

   当中間期末残高 603

 利益剰余金 

  利益準備金 

   当期首残高 145

   当中間期末残高 145

  その他利益剰余金 

   繰越利益剰余金 

    当期首残高 △212

    当中間期中の変動額 

     中間純損失（△） △179

     当中間期中の変動額合計 △179

    当中間期末残高 △391

  利益剰余金合計 

   当期首残高 △67

   当中間期中の変動額 

    中間純損失（△） △179

    当中間期中の変動額合計 △179

   当中間期末残高 △246

 株主資本合計 

  当期首残高 3,036

  当中間期中の変動額 

   中間純損失（△） △179

   当中間期中の変動額合計 △179

  当中間期末残高 2,857

純資産合計 

 当期首残高 3,036

 当中間期中の変動額 

  中間純損失（△） △179

  当中間期中の変動額合計 △179

 当中間期末残高 2,857
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【重要な会計方針】 

項目 当中間会計期間 
（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定額法によっております。 

主な耐用年数は、以下の通りであります。 

建  物     ２年～18年 

器具備品     ２年～20年 

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

ソフトウェア（自社利用）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

２．重要な引当金の計上基準 賞与引当金 

当社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

３．外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

４．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

(2) 連結納税制度 

当中間会計期間から連結納税制度を適用しております。 

 

【追加情報】 

当中間会計期間 

(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
 

 



87 

【注記事項】 

（中間貸借対照表関係） 

 
当中間会計期間末 

(平成23年９月30日) 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額      197百万円
  
※２ 消費税等の取り扱い 

 仮払消費税と仮受消費税等は、相殺のうえ、流
動資産その他に表示しております。 

 

 

（中間損益計算書関係） 

 
当中間会計期間 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

※１ 減価償却実施額 
   有形固定資産      13百万円 
   無形固定資産      ８百万円 
 
※２ 営業外費用のうち主要なもの 
   為替差損        25百万円 
 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 
１．発行済株式の種類及び総数 

株式の種類 

当事業年度 

期首株式数

（株） 

当中間会計期間

 増加株式数

（株） 

当中間会計期間

 減少株式数

（株） 

当中間会計期間

末株式数 

（株） 

普通株式 50,000 － － 50,000

合計 50,000 － － 50,000

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(１) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(２) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となる

もの 

該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

 当中間会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

（金融商品関係） 

 当中間会計期間（平成23年９月30日） 
１．金融商品の時価等に関する事項 

平成23年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。 

 

中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

（１）現金・預金  1,939 1,939 － 

（２）預託金 500 500 － 

（３）未収委託者報酬 240 240 － 

（４）未収投資顧問料 283 283 － 

（５）未収収益 30 30 － 

資産計 2,994 2,994 － 

（１）預り金 10 10 － 

（２）未払手数料 57 57 － 

（３）その他未払金 160 160 － 

負債計 228 228 － 

 

（注）１. 金融商品の時価の算定方法 

資 産 

（１）現金・預金、（２）預託金、（３）未収委託者報酬、（４）未収投資顧問料及び（５）
未収収益 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。 
 

負 債 
（１）預り金、（２）未払手数料及び（３）その他未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。 

 

（有価証券関係） 

当中間会計期間（平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 



89 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

 当中間会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

 当中間会計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日） 

 １．サービスごとの情報 

   投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、中間損益計算書の営業収益

の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 ２．地域ごとの情報 

  (1) 営業収益 

（単位：百万円） 

日本 欧州 バミューダ その他 合計 

747 233 182 14 1,177

（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として国又は地域に分類し

ております。 

  (2) 有形固定資産 

   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える

ため、記載を省略しております。 

 ３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名 

スパークス・ファンド・シンフォニア（注）１． 199百万円 投信投資顧問業 

SPARX Overseas Ltd. 182百万円 投信投資顧問業 

A社（注）２． 173百万円 投信投資顧問業 

（注）１．営業収益の10％を超える当ファンドの最終受益者は存在しておりません。 

２．A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。 

 

（企業結合等関係） 

当中間会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 

 
当中間会計期間 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

 

１株当たり中間純損失金額（△） △3,590円77銭

（算定上の基礎） 

中間純損失（△）（百万円） △179

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る中間純損失（△）（百万円） △179

普通株式の期中平均株式数（株） 50,000

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 

（重要な後発事象） 

当中間会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 
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４【利害関係人との取引制限】 

委託者は、｢金融商品取引法｣の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

が禁止されています。 

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ

れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。 

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若

しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令

で定めるものを除きます。）。 

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法

人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接

な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい

て同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融

商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい

ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。 

④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運

用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者

の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも

のとして内閣府令で定めるもの。 

 

５【その他】 

該当事項はありません。 
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約款 

追加型証券投資信託 

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド 

運用の基本方針 

 

約款第 18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、主としてスパークス・日本中小型株・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融

商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取

引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう

市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）上場株式を中心に投資を行い、

投資信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。 

 

２．運用方法 

(１) 投資対象 

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に投資し

ます。また、資金動向・市況動向等によってはわが国の金融商品取引所上場株式等に直接投資することもあり

ます。 

 

(２) 投資態度 

① 設定当初および大量の解約が発生した時等を除いて、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通

じて、以下の投資態度で臨みます。 

② 主として金融商品取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて

銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。 

③ ベンチマークはラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数（配当込み）とし、これを上回る投

資成果を目指して運用を行います。 

④ 株式の実質組入れ比率は信託財産総額の 50％超を基本とし、原則として高位の比率を保ちます。また、

株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の 50％以下とします。ただし、当初設定日直後、

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったと

き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には

上記のような運用が出来ない場合があります。 

⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に

係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび

に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係

る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の

取引を行うことができます。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった

受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことができます。 
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(３) 投資制限 

① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以内とします。 

③ 新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以内とします。 

④ マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内

とします。 

⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以内とします。 

⑥ 同一銘柄の新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内とし

ます。 

⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを

あらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ３第１項第７号および第８号の定

めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、

取得時において信託財産の純資産総額の 10％以内とします。 

 

３．収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 

（１）分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

（２）分配対象収益についての分配方針 

分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の

場合等は、分配を行わないこともあります。 

（３）留保益の運用方針 

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま

す。 
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追加型証券投資信託 

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド 

約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、スパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三

井住友信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法

律第 62 号）の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第２条 受託者は、信託法第 26 条第１項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた

一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法

第 29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）を含みます。）と

信託契約を締結し、これを委託することができます。 

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場

合に行うものとします。 

（信託の目的および金額） 

第３条 委託者は、金 100 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受

けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 500 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、

追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 29 年１月 25 日までとします。 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に

該当する勧誘のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 

（当初の受益者） 

第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第

７条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第３条第１項による受益権については 100 億口を上限として、追加信託によって生じた受

益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）

に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた

額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第 28 条に

規定する借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って、時価または一

部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」

といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通

貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）

の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し

ます。 

③ 第 31 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の

仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 10条 この信託の全ての受益権は、社振法の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、委託者があらかじ
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めこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機

関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２

条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口

座簿に記載または記録されることにより定まります。（以下、振替口座簿に記載または記録されること

により定まる受益権を「振替受益権」といいます。） 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され

た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない

場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、

受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から

記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再

発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載

または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委

託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな

記載または記録を行います。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第 11 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、

振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

（受益権の申込単位、価額および手数料） 

第 12 条 委託者の指定する販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第１項に規定する第一種金融

商品取引業を行なう者および金融商品取引法第２条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。委託

者がこの要件を満たす場合は委託者も含む。以下同じ。）は、第７条第１項の規定により分割される受

益権の取得申込者に対し、それぞれ委託者の承認を得て定める単位をもって取得申込に応じることがで

きるものとします。ただし、委託者の指定する販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別

に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずる

ことができるものとします。なお、この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託につい

て受益権取得申込者と委託者の指定する販売会社が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同

様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別

の名称に読み替えるものとします。 

② 前項の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のため

に開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該

取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する販売会社は、当

該取得申込の代金（第３項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払

いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第１項の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、第４項に規定する手数料および当該手数料にか

かる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額としま

す。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにかかる受益権の価額は１口につき１円に、第４項に

規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額とします。 

④ 第３項の手数料の額は次の通りとします。委託者の指定する販売会社がそれぞれ別に定める手数料率

を取得申込日の基準価額（信託契約締結日前の取得申込みについては、１口つき１円とします。）に乗

じて得た額とします。 

⑤ 前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益

権の価額は、原則として、第 41 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第 16 項に規定する

金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

以下同じ。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の

取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取り消すことができます。 

⑦ 前項により受益権の取得申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日

の取得申込の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその取得申込の実行の請求を撤回しない場

合には、当該受益権の取得申込の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得

申込の実行の請求を受付けたものとして、第１項の規定に準じて取り扱うものとします。 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 
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第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の

減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する

ものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替

先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし

たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口座の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし

ます。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等

において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や

振替停止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受

託者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め

るものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20項に規定するものをいい、第 23 条、

第 24条および第 25条に定めるものに限ります。） 

ハ．金銭債権 

ニ．約束手形 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第 16条 委託者は、信託金を主としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友

信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「スパークス・日本中小型株・マザーファンド」

（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券に投資するほか、次の有価証券（金融商品取引法

第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること

を指図します。 

１．株券 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株予約権証券と社債券とが一体となった新株予約権付社債券（以下「分離型新株予約

権付社債券」といいます。）の新株予約権証券を除きます。） 

６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定

めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい

ます。） 

９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２

条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペ一パー 

11．新株予約権証券（分離型新株予約権付社債券の新株予約権証券を含みます。以下同じ。） 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい

ます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18号で定めるものをいいます。） 
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16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第 16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14号で定める受益証券発行信託の受

益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第１号の証券、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第１号の証券の性質を有するも

のを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券または証

書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券およ

び第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第

２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。）

により運用することを指図することができます。 

１．預金  

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が

運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項第１号から第６号までに掲げる金融商品により

運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と

の合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、取得時において、信託財産に属する新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財

産に属する新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の

純資産総額の 100 分の 20を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて

得た額をいいます。 

（受託者の自己または利害関係人等との取引） 

第 17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法

人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利

害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第２項第１号に規

定する利害関係人をいいます。以下本条および第 32 条において同じ。）、第 32 条第１項に定める信託業

務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条および第 16

条第１項ならびに第２項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律なら

びに関連法令に反しない限り行うことができます。 

② 前項の取扱いは、第 22 条から第 28 条、第 31 条、第 36 条から第 38 条における委託者の指図による

取引についても同様とします。 

（運用の基本方針） 

第 18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行い

ます。 

（投資する株式等の範囲） 

第 19条 委託者が投資することを指図する株式、新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の

発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行

するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株予約権証券につい
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ては、その限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株予約権証券で目論見書等において上場されることが

確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第 20 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産

に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財

産の純資産総額の 100 分の 10を超えることとなる投資の指図をしません。 

② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株予約権証券の時価総額とマザーファンド

の信託財産に属する当該同一銘柄の新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の

時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た

額をいいます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第 21条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社

債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約

権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100

分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時

価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債

型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（信用取引の指図範囲） 

第 22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をする

ことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指

図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当

該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総

額の範囲内とします。 

③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時

価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗

じて得た額をいいます。 

④ 信託財産の一部解約等の事由により、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産

に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一

部を決済するための指図をするものとします。 

（先物取引等の運用指図） 

第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第８

項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３

号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号

ハに掲げるものをいいます。）を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプシ

ョン取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所

における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所

におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利、

または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい

ます。）を行うことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定める信託期間を超

えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。 
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③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価するもの

とします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提

供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第 25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を

行うことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条に定

める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し

た価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め

たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（有価証券の貸付けの指図および範囲） 

第 26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で

貸付けの指図をすることができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計

額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する

公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す

る契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま

す。 

（有価証券の空売りの指図範囲） 

第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第 28

条の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決

済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるもの

とします。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし

ます。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総

額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済す

るための指図をするものとします。 

（有価証券の借入れ） 

第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。

なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行

うものとします。 

② 前項の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし

ます。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の

一部を返還するための指図をするものとします。 

④ 第１項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

（外貨建資産への投資制限） 

第 29 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超え

ることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により 100 分の 30 を超えることと

なった場合には、速やかにこれを調整します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 30条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。 
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（外国為替予約取引の指図および範囲） 

第 31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることがで

きます。 

② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円

換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産

の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為替

予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

（信託業務の委託等） 

第 32 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第１項に定める信託業

務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）

を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう

体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して

いることを確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託

者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものと

します。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に

係る業務 

４．受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（有価証券の保管） 

第 33条 削除 

（混蔵寄託） 

第 34 条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第１項に規定する第一種金融商品

取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本

条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取

得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または

第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業

者の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 35条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることと

します。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速や

かに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨

の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。

ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明

らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 

第 36条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託財産の一部解約の請求および有

価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第 37条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算

分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができ
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ます。 

（資金の借入れ） 

第 38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の

手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、

または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入（コール市場を通じる場合

を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない

ものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で

保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産

で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金

借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日

までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 

第 39条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第 40条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の

申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配

当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者

がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別途これを定

めます。 

（信託の計算期間） 

第 41条 この信託の計算期間は、毎年１月 26 日から翌年１月 25日までとすることを原則とします。第１期計

算期間は、信託契約締結日から、平成 20 年１月 25 日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）

が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され

るものとします。 

（信託財産に関する報告） 

第 42条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出

します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 

（信託事務の諸費用および監査費用） 

第 43条 下記に定める信託財産に関する租税及び信託事務の処理等に関する諸費用（マザーファンドに関連し

て生じた費用のうち、マザーファンドにおいて負担せず、かつ委託者の合理的な判断によりこの信託に

関連して生じたものと認めるものを含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」

といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

１．組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用 

２．信用取引や先物取引、オプション取引等に要する費用 

３．保管費用等 

４．借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 

５．信託財産に関する租税 

６．信託事務の処理に要する諸費用 

７．受託会社の立替えた立替金の利息 

８．その他諸費用 

（1）受益権等の管理事務に関連する費用等 

（2）有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正も含みます）

の作成、印刷および提出に係る費用 
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（3）目論見書（仮目論見書）および販売用資料、商品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係

る費用 

（4）信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

（5）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用 

（6）この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約

に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

（7）この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

（8）会計監査費用 

委託者は、上記８.の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、

信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 10の料率を乗じて得た金額を上限とする額を、かかる諸費用の

合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、

委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で

諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。 

上記の諸費用は、第 41 条に規定する計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該

諸費用に対する消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額は、毎計算期間の最初

の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託者に対して支弁されます。 

（信託報酬等の総額および支弁の方法） 

第 44 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は第 41 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資

産総額に年 10,000 分の 187 の率を乗じて得た金額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託

財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③ 第１項に規定する信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬等支弁のときに信託財産中か

ら支弁します。 

（収益の分配方式） 

第 45条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額

（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に

相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分

配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬お

よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額

を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあ

てるため、分配準備積立金として積立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第 46条 受託者は、収益分配金については第 47 条第１項に規定する支払開始日および第 47条第２項に規定す

る交付開始前までに、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額を

いいます。以下同じ。）については第 47条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については

第 47条第４項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い

込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 47条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日におい

て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日

以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期

間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記

載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受

託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日

に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託者の指定する販売会社は、

受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行ないます。当該売付けにより増加

した受益権は、第 10 条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 
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③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振

替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係

る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託

者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と

します。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者

がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うも

のとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行

われます。 

④ 一部解約金（第 49 条第４項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下

同じ。）は、第 49 条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目から当

該受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者

の指定する販売会社の営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権

の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信

託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、

収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額

等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加

重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 48 条 受益者が、収益分配金について第 47 条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求し

ないとき、ならびに信託終了による償還金については第 47 条第３項に規定する支払開始日から 10 年間

その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属しま

す。 

（信託契約の一部解約） 

第 49条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の実行を請求することができま

す。 

② 前項の一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権

をもって行なうものとします。 

③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して

当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る

受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に

おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の基準価額から当該基準価額に 0.3％の率を乗じて

得た額を信託財産留保額として控除した額とします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第１項によ

る一部解約の実行請求の受付を中止することができます。 

⑥ 前項により一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った

当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない

場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に

一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第４項の規定に準じて算出した価額とします。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第 50条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一

部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民

法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

（信託契約の解約） 

第 51 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権口数が 20 億口を下回

った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむ

を得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること

ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 
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② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し

た書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべ

き旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると

きは、第１項の信託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥ 第３項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で

あって、第３項の一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に

は適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 52条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解

約し信託を終了します。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第 56 条の規定に

従います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 53条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に

引き継ぐことを命じたときは、この信託は第 56 条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会

社と受託者の間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 54条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲

渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 55条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場

合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求すること

ができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 56 条の規

定に従い新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し信託を終了させます。 

（信託約款の変更） 

第 56条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者

と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およ

びその内容を監督官庁に届出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする

旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益

者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべ

き旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。 

④ 前項の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき

は、第１項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取請求権） 

第 57条 第 51 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 51
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条第３項または前条第３項の一定期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己

に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者の協議により決定するものとします。 

（信託期間の延長） 

第 58条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議の

うえ、信託期間を延長することができます。 

（公告） 

第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。 
   http://www.sparx.co.jp/ 
② 前項の規定に関わらず、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことがで

きない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。 
（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 60条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。 

 

 

（附則） 

第１条 第 25 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決

済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで

の期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に

基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決

済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で

約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日にお

ける現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

第２条 第 25 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期

間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反

対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）の

スワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場と

の差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅か

ら決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として

定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の

金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワッ

プ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた

金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で

反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利

率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

平成 19 年１月 31 日 

（信託契約締結日） 

委託者   東京都品川区大崎一丁目 11 番２号ゲートシティ大崎 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

 

受託者   大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番 33 号 

住友信託銀行株式会社 
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約款 

親投資信託 

スパークス・日本中小型株・マザーファンド 

運用の基本方針 

 

約款第 15条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

当ファンドは日本の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融

商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券

の売買または金融商品取引法第 28 条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう市場および当該市場を

開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）上場株式を中心に投資を行い、投資信託財産の中長

期的な成長を目標に積極的な運用を行います。 

 

２．運用方法 

(１) 投資対象 

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 

 

(２) 投資態度 

① 主として金融商品取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて

銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。 

② ベンチマークはラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数（配当込み）とし、これを上回る投

資成果を目指して運用を行います。 

③ 株式の組入比率は、高位に保つことを原則とします。ただし、当初設定時、大量の追加設定または解約

が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準とな

ったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用が出来ない場合があります。 

④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に

係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび

に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係

る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の

取引を行うことができます。 

⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった

受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことができます。 

 

(３) 投資制限 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以内とします。 

③ 新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以内とします。 

④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以内とします。 

⑥ 同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを

あらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ３第１項第７号および第８号の定

めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、取得

時において信託財産の純資産総額の 10％以内とします。 

 

 



PR.2012.4

CS3_12825788_01_macｽﾊﾟｰｸｽ・ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社_請求目論見書PDF2012_4.indd   H4 12.4.3   4:47:37 PM


	スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド（投資信託説明書（請求目論見書・表紙））_2012.4
	目次
	第一部　証券情報
	第二部　ファンド情報
	第１　ファンドの状況
	１　ファンドの性格
	２　投資方針
	３　投資リスク
	４　手数料等及び税金
	５　運用状況

	第２　管理及び運営
	１　申込（販売）手続等
	２　換金（解約）手続等
	３　資産管理等の概要
	４　受益者の権利等

	第３　ファンドの経理状況
	１　財務諸表
	２　ファンドの現況

	第４　内国投資信託受益証券事務の概要

	第三部　委託会社等の情報
	第１　委託会社等の概況
	１　委託会社等の概況
	２　事業の内容及び営業の概況
	３　委託会社等の経理状況
	４　利害関係人との取引制限
	５　その他


	＜添付＞約款



